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は じ め に

平成 17 年２月 11 日に、西津軽郡木造町、同郡森田村、同郡柏村、同郡稲垣村及

び同郡車力村の１町４村が合併し、つがる市が誕生しました。

本計画は、「過疎地域自立促進特別措置法」（平成 12 年法律第 15 号）第２条の規定

により、過疎地域に指定されていた本市全域において、引き続き「過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法」（令和３年法律第 19 号、以下「法」という。）の第

２条第１項の規定により本市全域が過疎地域に指定されたことを受けて、法第８条の

規定に基づき定めるものです。

また、本計画は、青森県過疎地域持続的発展方針に基づき、第三次つがる市総合計

画に即して策定するものであり、過疎地域に指定されている本市全域における総合的

かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、本市の持続

的発展を推進し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地

域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とするもので

す。

本計画では、本市の人口や産業などの現況と各分野における問題点を踏まえ、将来

に向けて取り組むべき施策や具体的な事業を記述しています。

なお、本計画に位置づけられた掲載事業については、計画期間内での全事業の実施

が確定したものではないことを申し添えます。
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１ 基本的な事項

(１) 市の概況

ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要

①自然的条件

つがる市は、青森県の北西部、津軽平野の北部中央から西に位置しています。

東は岩木川を境に五所川原市、中泊町、鶴田町に接し、西は日本海に面しています。

その海岸線は「七里長浜」と呼ばれ、北は五所川原市から南は鰺ヶ沢町まで続き、海岸

に併走して「屏風山」と呼ばれる丘陵地帯が続いています。

南方には津軽の秀峰「岩木山」と世界遺産「白神山地」を望み、平野部は、岩木川の

三角州に育まれた広大な津軽平野が開け、弘前藩の新田開拓以来の一大穀倉地帯が形成

されています。

気候は、日本海の影響を受ける典型的な日本海型気候です。夏季は比較的冷涼で病害

虫の発生が抑えられることから、稲作や夏秋野菜の作付けに適している地域となってい

ます。冬季は、強い冬型の気圧配置が続くため降雪が多く、また日本海特有の強い西風

の影響による地吹雪のため交通障害が発生するなど、市民生活に大きな影響を及ぼして

います。

②歴史的条件

明治 22 年の市町村制施行前は、西津軽郡には 11 町 108 村が設置されていましたが、

同制度施行後、鰺ヶ沢町、舞戸村、中村、赤石村、鳴沢村、木造村、館岡村、出精村、

越水村、柴田村、川除村、深浦村、大戸瀬村、岩崎村、森田村、柏村、稲垣村、車力村、

水元村、十三村が成立しました。

明治 23年の郡制公布に伴い、府県と市町村の中間行政機関としての性格が規定され、

議会(郡会)が設置されて自治体としての機能も与えられましたが、大正 12年に自治体と

しての郡(郡会及び郡の自治財政)が廃止、大正 15 年には行政官庁としての郡(郡長及び

郡会)も廃止されて以降、郡は単なる地理的区画となっています。その後、昭和 30 年の

大合併により８町村となりました。

市制については、西津軽郡木造町、同郡森田村、同郡柏村、同郡稲垣村及び同郡車力

村の１町４村が平成 17年２月に新設(対等)合併し、県内では９番目の市として「つがる

市」が設置され、現在に至っています。

③社会経済的条件

本市の面積は、253.55k ㎡で、これは県域の約 2.6％を占めています。土地利用の構成

は、田 42.6％、畑 12.0％、宅地 4.6％、山林 9.8％、その他 31.0％となっています。

令和2年国勢調査による産業別就労人口比率は、第一次産業 29.4％（平成27年比0.1％

減）、第二次産業 17.3％（平成 27 年比 0.8％減）、第三次産業 51.8％（平成 27 年比

2.0％増）、分類不能が 1.5%（平成 27 年比 1.1%減）となっています。中長期的でみると
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第一次産業及び第二次産業から第三次産業への移行が進んでいると言えます。これは社

会全体における人口減少に加えて、農産物の輸入自由化、産地間競争の激化や食料自給

率の低下など、農業を取り巻く厳しい状況が続くことで、若年層の担い手が増えず農業

従事者の高齢化が進み、そして離農につながることが大きく影響していると思われます。

道路交通網については、市域の南部地区を東西に走る一般国道 101 号線、東部地区を

南北に走る県道五所川原車力線、西部地区を南北に走る県道鰺ヶ沢蟹田線及び弘前市に

連絡する県道弘前柏線が主要幹線道路の役割を果たしています。また、東北縦貫自動車

道とつがる市を連結する高規格幹線道路の津軽自動車道五所川原西バイパス 3.8km が平

成 26 年 11 月に供用開始となり、津軽自動車道鰺ケ沢道路 3.7km は平成 31年 3 月に供用

開始となっています。

土地利用の状況

（単位：千㎡）

資料：令和２年 概要調書

イ 過疎の状況

①人口等の動向

令和２年の国勢調査による本市の人口は 30,934 人です。これは昭和 50 年と比較した

場合、18,162 人減（昭和 50年比 37.0％減）となっています。人口は、戦後の復興期を

終えた昭和 35 年の 57,965 人をピークに、以降昭和 50 年には 49,096 人、平成２年には

43,699 人、平成 17 年には 40,091 人、平成 27 年には 33,316 人と年々減少の一途を辿っ

ています。

また本市の一般世帯数については、平成７年に 11,139 世帯、平成 17 年には 11,470 世

帯と増加していましたが、平成 22 年に 11,432 世帯と減少に転じ、令和２年には 10,823

世帯となっています。

②過疎法等による対策

平成 17 年 2 月 11 日に、１町４村が合併しつがる市となりましたが、合併以前から１

町４村では様々な過疎対策事業を展開してきました。

農業生産の基盤である稲作については、生産性向上や生産コストの低減を図るため、

国営・県営事業を活用し、ほ場整備や農道、用排水路等の整備を進めてきました。畑地

については、かんがい設備や集出荷設備の更新などに努め、生産性を高めるための畑地

基盤の整備等を進めてきました。さらに、農産物直売所の改築やその駐車場等の整備を

行い、地産地消や販売先の確保に取り組んできました。

また、農業振興を図るために農業振興基金を造成し、共同利用農業機械・施設導入

区　　分 総面積 田 畑 宅地 山林 その他

面　　積 253,550 108,235 30,445 11,769 25,088 78,013

割　　合 100.0% 42.6% 12.0% 4.6% 9.8% 31.0%
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６次産業化促進、園芸施設用パイプハウス導入、共同防除組織体制強化、そして果樹防

風網張替など農業経営の効率化に必要な農業機械・施設導入等を推進したほか、堆肥等

利用促進土づくり対策事業を実施し地力回復に要する経費の一部を助成してきました。

さらに、消費者に信頼される農産物を送り出す産地として、安心・安全で美味しい農

産物づくりに取り組むため、本市独自のブランド認定制度を確立し、つがる市産農産物

やその加工品を「つがるブランド」として全国に発信し、認知度の向上を図ってきたと

ころです。

商工業については、就業機会の確保に向けた企業誘致活動を継続してきたほか、地元

商工会が行う研修、起業相談、経営支援などの事業に対する支援、小規模事業者経営改

善資金利子補給などの事業を実施してきました。さらに、魅力あるまちづくりと地元消

費喚起のために商品券発行支援事業や中心商店街で行うイベントを支援してきました。

また、「食と産業まつり」を開催し農商工連携を進めてきました。

観光については、つがる地球村や柏ロマン荘等の施設の整備により、交流人口の増加

と滞在型の観光振興等に取り組んできました。

交通通信体系の整備については、主要幹線道の道路改良や集落間を結ぶ市道、幹線道

路へのアクセス道路の整備等の基幹的な路線の整備を行うとともに、冬期間の交通確保

を図るため、除雪機械の整備や防雪柵の設置などを実施してきました。

生活環境の整備においては、一般廃棄物最終処分場の建設、ごみ処理施設の延命化事

業、消防施設・設備の整備等により、安全で快適な市民生活の確保を図ってきました。

福祉施設については、検（健）診や健康教室などの拠点である健康づくりセンターを

建設したほか、育児環境の充実を図るために、認定子ども園の整備、保育料無償化支援

助成事業による保育料等の無償化や、高校生までの医療費等の自己負担額無料化を行っ

ています。

医療施設については、つがる西北五広域連合と連携を図りながら、つがる総合病院や

つがる市民診療所の整備を行うとともに、同連合を構成する市町と連携しながら医師の

確保に向けた取組を行っています。

教育文化については、児童・生徒の減少に伴い、小・中学校の統廃合を計画的に実施

し、施設建設やスクールバスを整備してきたほか、スクールサポーターの配置を行い教

育環境の充実に努めてきました。その他、地域文化活動の拠点となる公民館等の整備を

行ったほか、史跡地の適正な管理を図るため史跡等買上事業を実施してきました。

また、地域間における交流やコミュニティ活動を推進するため、コミュニティセンタ

ー等の整備を進めるとともに、市民自らが将来の展望を描き、地域課題に取り組んでい

く体制を整備するための活動に必要な備品等の整備又は集会施設の改修等に要する経費

の一部を支援する事業を継続的に実施してきました。

③現在の課題と今後の見通し

地球温暖化がもたらす気候変動による自然災害の発生に加え、全国的な人口減少・少

子高齢化が進行し、地域社会や経済活動の担い手不足など深刻な影響が顕在化しつつあ



- 4 -

ります。その中にあって、市民の生命・財産を守り、地域経済を維持しながら、さらに

一歩踏み込んだまちづくりを推進していく必要があります。

これまでの過疎対策においては、非過疎地域との格差是正に向けて、社会基盤の整備

を重点的に実施してきました。しかしながら、社会全体の人口減少や、社会経済活動の

グローバル化やデジタル化を背景に、今後は、社会資本整備の施策だけではなく、加速

する人口減少を逓減させるため、本市の強みである農業や内包する地域資源を活用した

産業や観光の振興、様々な都市との交流人口の増加による関係人口の構築、安心して暮

らすことができる魅力的な地域づくりの推進、そして若い世代の結婚・出産・子育ての

希望をかなえることなど、きめ細やかで実効性のある施策を通じて、地域経済の活性化

をより一層確かなものとし、若い世代の定住促進を強力に推進していく必要があります。

また、つがる市の宝ともいえる田園風景をはじめとした大自然や縄文遺跡をはじめ、

誇れる歴史・文化遺産など地域固有の資源の適正な保全やその特性を積極的に生かした

まちづくりを一層進め、つがる市への誇りや愛着の醸成を図り、その上で、市民が主体

的に地域の課題解決や共助に向けて参画するように、地域活力の維持向上を図ることが

重要です。そのためにも、子ども達が郷土に対する愛着を育むことが出来るように教育

環境を充実させながら、つがる市の未来を担う人材の育成に努めていかなければなりま

せん。

こうしたことから、過疎地域として本市が目指すべき方向性としては、人口減少を受

け入れつつ、その流れを少しでも穏やかにするべく、多彩で豊富な文化や資源などを保

全するとともに、それら地域資源を活用し新たな価値を創造し続け、市民が生業を持ち、

地元に愛着と誇りが持てるようなまちの実現に向けて取り組んでいきます。

ウ 社会経済的発展の方向の概要

本市の産業別市内総生産（令和４年度）の構成比から見た産業構造は、第一次産業は

13.8％、第二次産業は 15.3%、第三次産業は 70.9%となっています。

第一次産業のうち 13.7％を農業が占めており、農業が本市の基幹産業となっています。

本市には、先人から受け継いだ農業を支える基盤となる広大な農地、水、環境が守ら

れ、安全・安心かつ高品質な競争力を持ったつがるブランド農産物が生産されています。

人口が減少し、農業従事者の減少も見込まれる中、地域が今後も活力を持つためには、

更なる農業振興が必要となります。そのため、消費者ニーズに対応し、かつ地域の特性

を生かした安全・安心で付加価値の高い農林水産物の生産による地域ブランド力の強化

と地元の生産者、加工・販売業者の連携促進による６次産業化を推進する必要がありま

す。

また、農業の担い手の確保・育成と省力・低コスト生産に取り組むとともに、農業基

盤となるきれいな農地、水、環境の保全に努めていく必要があります。

工業については、リーマン・ショックなどの影響により一時低下したものの回復基調

にあります。既存の企業のＰＲを図りながら、雇用創出に向け、本市の特性を生かせる

企業の誘致に引き続き取り組んでいきます。
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商業については、地域の基幹産業である農業の好不況に大きく左右される傾向にある

とともに、県外資本の郊外型大型店の出店や個人自営業者の高齢化、後継者不足などに

より、市街地の空洞化が進んでいます。現在の消費者ニーズに対応しつつ地域に根差し

た商業活動を促進するとともに、空き店舗の利活用を促進し中心市街地の活性化を支援

していく必要があります。

観光については、津軽自動車道の整備、北海道新幹線の開業や国際線就航による交通

の利便性の向上、縄文遺跡群の世界遺産登録により、国内外からの誘客が期待されてい

ます。これらのチャンスを生かし、地域が一体となって、自然、食文化や縄文遺跡とい

った地域資源を活用した観光コンテンツの開発や磨き上げ、リピーター獲得に向けた受

入態勢の強化に取り組む必要があります。さらに、近隣市町との連携を強化し広域観光

を推進するとともに、誘客の促進や情報発信の推進に向けた人材育成・連携を強化しま

す。

なお、本市のさらなる産業振興を目指すためには青森県基本計画「青森新時代」への

架け橋に掲げる目標や政策・施策と整合性を図っていくことが重要です。特に西北地域

の目指す姿である、スマート農業と高収益作物の導入等による持続可能な農林水産業の

所得向上や、国内外の誘客推進と風力発電施設の立地による経済循環に向けて、近隣市

町と連携しながら取り組み、持続可能な地域づくりに努めます。

(２) 人口及び産業の推移と動向

①人口

本市の人口は、昭和 35 年の 57,965 人をピークに、その後、年々人口の流出が進み、

平成２年は 43,699 人、平成 17年は 40,091 人、平成 27年は 33,316 人、令和２年は 30,934

人と一貫して減少傾向にあり、昭和 35 年から令和２年の減少率は 46.6％となっていま

す。また、令和２年３月に策定した本市の人口ビジョンにおける推計によると、将来推

計人口は、令和 42 年（2060）時点で 20,965 人となり、平成 27 年（2015）に比べ 12,351

人（37.1％）の減少と推計されており、今後、人口減少がさらに加速していくものと見

込まれています。また、年齢階層別の推計値によると、生産年齢人口（15 歳以上 65 歳

未満）は、令和 42 年（2060）には平成 27 年（2015）に比べ 6,906 人減少すると推測さ

れますが、総人口に占める人口構成比は平成 27 年と同程度となる見込みです。老年人口

（65 歳以上）は、令和 42 年（2060）には、平成 27 年（2015）に比べ 5,637 人の減少が

見込まれ、総人口に対する人口構成比は平成 27年と比べ 6.5 ポイント減少すると推測し

ています。

このように、今後も人口減少が続くことが予測されているため、生産年齢人口の減少

による地域経済の縮小や労働人口の減少、担い手不足による地域活力や地域機能の低下

など、様々な影響が懸念されています。
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表１－１ (１) 人口の推移（国勢調査） （単位：人、%）

資料：国勢調査

表１－１ (２) 人口の見通し

（出典：まち・ひと・しごと創生 つがる市人口ビジョン－改訂版－【令和２年３月】）

②産業

就労者数は人口がピークだった昭和 35 年以降減少し続けています。令和 2 年における

本市の就労者数は 16,191 人と、過去 60 年間で 42.1％の減少となっています。

産業別に見てみると、第三次産業が最も多く、就業人口の 52.6％を占めています。第

一次産業従事者は、昭和 35 年には就業人口の 81.7%を占めていましたが、令和 2 年には

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

43,699 △ 6.8 40,091 △ 14.5 33,316 △ 28.9 30,934 △ 34.0

8,299 △ 21.9 5,050 △ 52.5 3,474 △ 67.3 2,903 △ 72.7

28,409 △ 8.9 23,991 △ 23.0 18,309 △ 41.3 16,001 △ 48.7

うち

15歳～

29歳（a） 7,224 △ 29.8 6,331 △ 38.5 3,735 △ 63.7 3043 △ 70.5

6,991 38.0 11,038 117.9 11,507 127.2 12002 137.0 

％ ％ ％ ％ ％

16.5 ー 15.8 ー 11.2 ー 9.8 ー

％ ％ ％ ％ ％

16.0 ー 27.5 ー 34.5 ー 38.8 ー

区分 昭和55年 平成2年 平成17年 平成27年 令和2年

実数

46,869

0歳～14歳

10,629

15歳～64歳

31,175

10,297

65歳以上

（b） 5,065

（a）/総数

若年者比率 22.0

（b）/総数

高齢者比率 10.8

総数
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29.9％と年々減少の一途をたどっています。

基幹産業である第一次産業からの離職が進む一方で、その受け皿となる雇用の場がな

いことから、若年者を含み全体として就業者数の減少が進行しています。農業後継者の

育成や新規就農支援による担い手の増加と、企業誘致や起業の支援等の雇用対策による

就業人口の確保が今後の課題といえます。

(３) 行財政の状況

①行政の状況

平成 17 年２月 11 日の合併以降これまで、最小の経費により最大の効果が発揮できる

よう、組織や事務事業の見直しや、民間委託の推進等、様々な行政改革の取組を行って

きました。

今後も多様な行政ニーズに適切かつ柔軟に対応できる執行体制、適正な定員管理の徹

底、そして人事評価制度及び職員研修の充実などにより職員資質の向上を図るとともに

費用対効果の高い行政運営に努めなけれればなりません。

また、行政サービスのデジタル化を受けて、ＡＩやＲＰＡ等を活用した業務効率化や、

国の標準仕様に準拠した各システムの導入に対応できる人材の確保・育成が必要です。

②財政の状況

財政規模について、普通会計における令和２年度の歳入歳出の決算額は、歳入が

298.3 億円、歳出が 292.4 億円となっています。歳入全体に占める一般財源の割合は平

成 27年度 58.5％に対し、令和２年度は 44.7％と減少しています。

地方債残高については令和２年度末で 390.5 億円、公債費負担比率は 24.3％で、平成

27 年度と比較すると 3.5％の増、実質公債費比率は 12.4％で、平成 27 年度と比較する

と 0.2％の増、将来負担比率は令和２年度 134.2％で、平成 27 年度と比較すると 9.9％

の増加となっています。経常収支比率については、令和２年度 93.5％で、平成 27 年度

と比較すると 8.6％増加しています。

本市の財政状況は地方交付税や国・県支出金、地方債といった依存財源に大きく頼る

構造になっています。自治体の財政力指数も類似団体や近隣自治体の中でも最も低く、

財政力の強化は課題といえます。

このような中、人口減少による市税収入の減少、高齢化による社会保障費の増加、新

型コロナウイルス感染症の拡大による地域経済活動の縮小、さらには、普通交付税の合

併算定替えの特例措置が令和元年度で終了したことを受けて、今後ますます厳しい財政

運営が予想されます。本過疎地域持続的発展計画に基づく過疎対策事業債については令

和 12年度まで発行可能となっており、引き続き特別措置が受けられるものの、健全な財

政運営を図るためには、適正な時期に各施設の維持補修や更新等を行うとともに、将来

の推計人口を踏まえた施設規模及び事務事業の見直しが急務といえます。また、本市の

歳入・歳出の内訳をみると、歳入の自主財源の割合が２割程度にとどまっている一方、

歳出に対する義務的経費が４割前後を占めていることから、地域経済の活性化等による
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自主財源の確保と経費削減による歳出の抑制に取り組んでいかなければなりません。

表１－２ (１) 市町村財政の状況（地方財政状況調）

表１－２ (２) 主要公共施設等の整備状況

※農道延長、林道延長の未記入はデータ取得不能のため。

（注）１ 上記区分のうち、平成 22 年度以降の市町村道の「改良率」と「舗装率」及び平成 22 年度以降の「水道普及率」並

びに「水洗化率」以外のものについては、公共施設状況調査（総務省自治財政局財務調査課）の記載要領による。

２ 上記区分のうち、平成 22 年度以降の市町村同の「改良率」及び「舗装率」については、国土交通省の「道路施設現

（単位：千円）

区　　　分 平成22年度 平成27年度 令和元年度 令和２年度
歳　入　総　額　Ａ 24,240,204 24,005,332 24,291,038 29,829,346
　一　般　財　源 14,500,911 14,041,353 13,084,539 13,337,755
　国　庫　支　出　金 3,647,654 3,678,098 3,598,569 8,173,107
　都道府県支出金 1,267,696 1,638,510 1,628,123 1,600,426
　地　　方　　債 3,382,100 2,697,900 4,384,800 4,984,900
　　うち過疎対策事業債 1,077,100 1,197,200 1,726,800 2,139,900
　そ　　の　　他 1,441,843 1,949,471 1,595,007 1,733,158
歳　出　総　額　Ｂ 23,862,162 23,447,143 23,912,449 29,238,601
　義　務　的　経　費 11,792,199 11,556,700 11,250,976 11,367,132
　投　資　的　経　費 3,642,863 3,261,861 4,694,474 5,692,575
　　うち普通建設事業 3,642,863 3,261,861 4,694,474 5,692,575
　そ　　の　　他 7,107,200 6,868,482 5,227,299 9,038,994
　過疎対策事業費 1,319,900 1,760,100 2,739,700 3,139,900
歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 378,042 558,189 378,589 590,745
翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 82,604 56,758 89,404 7,279
　実質収支　Ｃ－Ｄ 295,438 501,431 289,185 583,466
財 政 力 指 数 0.24 0.23 0.23 0.24
公 債 費 負 担 比 率 19.2% 20.8% 21.6% 24.3%
実 質 公 債 費 比 率 17.2% 12.2% 12.2% 12.4%
起 債 制 限 比 率 ― ― ― ―
経 常 収 支 比 率 85.0% 84.9% 92.5% 93.5%
将 来 負 担 比 率 167.3% 124.3% 129.7% 134.2%
地 方 債 現 在 高 34,659,424 35,965,478 37,426,971 39,051,552

区　　分 昭和55
年度末

平成2
年度末

平成12
年度末

平成22
年度末

令和２
年度末

市　町　村　道
　　改　良　率　（％） 38.9 39.7 43.4 82.0 82.3
　　舗　装　率　（％） 56.6 69.8 75.2 76.4 76.7
農　　　　　道
　　延　　　長　（ｍ） 518,533 ― ― 801,338 802,009
耕地１ha当たり農道延長（ｍ） 43.0 38.9 49.8 ― ―
林　　　　　道
　　延　　　長　（ｍ） 9,806 1,556 1,556 1,556 1,557
林野１ha当たり林道延長（ｍ） 3.8 1.2 1.3 ― ―
水　道　普　及　率　（％） 83.5 93.7 90.5 86.0 86.1
水　洗　化　率　（％） 3.4 9.1 58.2 62.2 88.6
人口千人当たり病院、
診療所の病床数　　　（床） 1.4 1.2 1.1 2.5 8.6
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況調査」の記載要領を参考に次の算式により算定する。

改良率＝改良済延長/実延長 舗装率＝舗装済延長/実延長

３ 上記区分のうち、平成 12 年度までの「水道普及率」については公共施設状況調査の記載要領によることとし、平成

22年度以降については、公益社団法人日本水道協会の「水道統計」の数値を使用する。

４ 上記区分のうち「水洗化率」については、次の算式により算定する。なお、基準日はその年度の３月 31日現在とす

る。また、ＡからＥまでについては公共施設状況調の記載要領に、Ｄについては一般廃棄物処理事業実態調査（環境

省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）の記載要領による。

水洗化率＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）/Ｅ

Ａ：公共下水道現在水洗便所設置済人口

Ｂ：農業集落排水施設現在水洗便所設置済人口

Ｃ：合併処理浄化槽処理人口

Ｄ：単独処理浄化槽処理人口

Ｅ：住民基本台帳登載人口

※処理状況調査票[市町村用]中、「浄化槽人口」から「合併処理浄化槽人口（農業集落排水処理施設人口含む）」を

差し引いた数値。

③施設整備水準等の現況と動向

道路整備については、幹線道路を中心に整備を推進した結果、令和２年度末で改良率

が 82.3％まで向上しています。しかし、幹線道路以外の生活道路の改良についてはそれ

ほど進んでいません。今後は、長寿命化計画等により道路や橋りょうの維持修繕や点検

を進めるとともに、新規道路整備による交通体系整備を計画的に実施していく必要があ

ります。

農道については、ほ場整備事業と一体で順次整備していますが、維持修繕が早急に必

要な農道が見られます。農業の効率的な経営のためにも、今後も整備していく必要があ

ります。

上水道は、津軽広域水道企業団西北事業部により供給が行われています。これまで岩

木川、近隣の中小河川や地下水を水源にしていましたが、近年の河川の水質悪化、地下

水の揚水量不足や浄水場の老朽化などを受けて、令和３年７月から、水源を浅瀬石川ダ

ムとする同津軽事業部（黒石市）からの受水を開始しました。これに併せて水道未普及

地域の水道管整備を実施しており、普及率については上昇が見込まれます。今後は、老

朽化している管路の計画的な更新及び耐震化に努め、すべての市民に対し良質な水の安

定供給が求められています。

下水道については、快適な生活環境と水質保全のために、引き続き公共下水道事業を

はじめ地域の実情に応じた汚水処理事業、浄化槽補助事業を実施して水洗化率の向上を

図る必要があります。

医療施設については、つがる西北五広域連合が運営する高度医療を担う「つがる総合

病院」と地域一般医療及び中核病院の後方支援の役割を担うサテライト医療機関がネッ

トワーク化を図り、西北五圏域全体で地域医療が提供されています。このサテライト医

療機関として「つがる市民診療所」が開所されています。

今後ともそれぞれの病院・診療所が持つ役割に基づき、地域に密着した病院・診療所

として、充実した医療サービスが提供されるよう近隣市町と連携しながら医療施設や設

備の充実を図る必要があります。
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(４) 地域の持続的発展の基本方針

ア 地域の将来像

本市は、豊かな自然に恵まれている地域であり、南方に岩木山を望む津軽平野の田園

風景はどこか懐かしく、日本の原風景を感じさせます。その風景は藩政時代の新田開発

事業による人々が創り出した歴史の積み重ねであり、この稲作を中心とした歴史が現在

の本市の産業や文化、住民の気質の礎となっています。このことからまちづくりの基本

理念を「新田の歴史が彩る 日本のふるさと」と定め、恵まれた自然環境を生かし、産

業と文化が調和した魅力あるまちづくりに努めてきました。

将来像は、基本理念に基づき、10年後に目指す「つがる市」の具体的な姿です。

第三次つがる市総合計画本計画では住民ワークショップを通し、10 年後のつがる市が

「どのようなまちであってほしいか」について話し合い、フレーズ案を考案しました。

最終的な将来像案は各班のフレーズ案と、話し合いの途中で出された様々な意見、現況

やアンケート等からの課題整理を踏まえ「アキない挑戦と交流が生まれ、あづましい暮

らしを育むつがる市」と策定しました。

しかし、本市においては、人口の減少、少子高齢化の進展等、厳しい社会経済情勢が

長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情報化、

交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活

性化、農地の適正な管理等が喫緊の課題となっています。

このような状況に鑑み、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創

出、情報通信技術を利用した働き方への取組といった本市の課題解決に資する動きを加

速させ、本市の自立に向けて、持続可能な地域社会の形成及び本市の農業、自然や文化

を生かした観光振興などによる地域活力の更なる向上が実現するよう、全力を挙げて取

り組むことが重要になっています。

そのためには、青森県過疎地域持続的発展方針を踏まえた上で、第三次つがる市総合

計画に掲げる将来像「アキない挑戦と交流が生まれ、あづましい暮らしを育むつがる市」

の実現に向けて、次の６つの施策を基本としながら、地域の持続的発展のために必要な

事業の実施に努めていきます。

イ 地域の基本政策

①自然と共生する地域産業のまち

今後は、本市の基幹産業である農業において、技術面・担い手面から存続の岐路とな

る期間であり、第三次つがる市総合計画本計画でも定められている、「アキない」挑戦が

必要になるものと考えられます。

産業分野では、再エネ産業など新規産業を含む農・商・工一体の取組により新たな仕

事・雇用を創出するとともに担い手の確保に努めます。一過性の経済効果のみを追い求

めるのではなく、つがる市の財産である自然や文化と共生した「循環する」地域経済の

確立に取り組むことにより、将来像の実現を目指します。
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②安全で住みよいまち

今後は、社会経済情勢の変化により従来と異なる住宅ニーズが高まるとともに、免許

返納の増加に伴い生活を支える移動の確保が求められるものと考えられます。

生活基盤分野では、空き家などストックの有効活用や高齢者・若年層各ライフステー

ジに合わせた住宅の確保・住環境整備に取り組みます。従来の公共交通のみに頼らない

デジタル技術の活用等による交通利便性の確保等交通施策との一体的な取組により、安

全な生活基盤を維持し、将来像の実現を目指します。

③健やかに暮らせるまち

今後は、人口減少社会への適応を重視する国の方針が示される中、今いる人の元気な

活躍がこれまで以上に求められるものと考えられます。

保健・医療分野では、30～50 歳代男性を中心とした死亡率の減少と健康寿命延伸に向

けた予防保健の充実に努めます。地域医療と高度医療・専門医等へのアクセス性向上を

図り、本市で暮らし続けられる医療環境の向上により、将来像の実現を目指します。

④地域で支え合う共生のまち

今後は、少子化の進行を踏まえ子育てできる環境へのニーズがより高まるとともに、

世帯構成の変化等により増加する様々な福祉ニーズへの対応が求められるものと考えら

れます。

福祉分野では、評価の高い子育て支援を継続しつつその前段階・世帯形成への支援に

注力するとともに、近隣市町との連携による福祉サービスの人材・社会資源の確保、地

域福祉人材の育成、地域で支え合う環境づくりの促進により、将来像の実現を目指しま

す。

⑤多彩な人を文化で育むまち

今後は、生涯を通しての学びがより重視されるとともに、地域特有の歴史や文化が一

層、価値を発揮すること、「アキない」挑戦と交流が求められるものと考えられます。

教育分野では、地域と連携し将来の夢や目標を持つ子どもたちの糧となる学校教育の

実現に努めるとともに、縄文文化に根差した歴史教育・社会教育を推進します。つがる

市民一人ひとりのユニークさが発揮される土台づくりに取り組むことにより、将来像の

実現を目指します。

⑥挑戦する協働のまち

今後は、行政サービスの最適化が一層求められるとともに、『あづましい』まち実現の

ためには、行政まかせではなく、行政と市民とが目的を一つに、対等の立場で協力して

共に行動する「協働」の取組が不可欠となるものと考えられます。

市民参画・行財政分野では、「アキない」挑戦と交流を生み出すまちづくり活動への市

民参画を促します。行財政基盤の強化に向け、コンパクトな行政の在り方を模索すると
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ともにデジタル技術を活用した行政サービスの向上を図ることにより、将来像の実現を

目指します。

（５） 地域の持続的発展のための基本目標

総合戦略を内包するつがる市第三次総合計画において、総合戦略の４つの基本目標に

ついて、「地域資源を活かした魅力あるしごとをつくる」「つがる市とのつながりを築き、

新しいひとの流れをつくる」「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「安心

して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」とし、数値目標を以下のように設定し

ていることから、本計画においても基本目標に設定します。

（６） 計画の達成状況の評価に関する事項

本計画の達成状況はＰＤＣＡサイクルマネジメント※1の手法に基づき、庁内において

事業進捗調査を実施します。具体的には、設定した数値目標等を基に実施した施策及び

事業の効果を検証し、計画の達成状況を評価するとともに、本計画期間の最終年度に、

その結果を次期計画策定に活用するとともにホームページ上に公表します。

※1 ＰＤＣＡサイクルマネジメントとは、Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（改善） の 4つのス

テップを繰り返し回すことで、業務の品質や効率を継続的に改善していくためのマネジメント手法です。

（７） 計画期間

計画期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。

（８） 公共施設等総合管理計画との整合

本市の公共施設等の保有量は、青森県内の同水準の人口規模の自治体と比較して概ね

同程度になっています。人口減少と高齢化が進む中で、厳しさを増す財政状況を踏まえ

ると、これまでと同規模の公共施設を維持し続けることは困難になると予測されます。

一方で、それぞれの地域に立地する公共施設等は市民生活を支えるものであり、効率

のみを重視して数を減らせば、豊かな市民生活や地域の維持に深刻な影響を及ぼすもの

と考えられます。

指標 基準値 目標 根拠資料

若い世代の就業率

（20～35 歳の就業者

数/20～35 歳の人口）

75.2％

(R2 年)

現状より増加

(R12 年)

つがる市

総合計画

関係人口数
126 人

（R6 年度）

現状より増加

(R12 年)

つがる市

総合計画

合計特殊出生率
1.09

(R6 年度)

1.1

（R12 年度）

つがる市

総合計画

40～50 代男性の死亡

率（人口 10 万対）

374

（R5 年）

340

（R12 年）

つがる市

総合計画
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このため、持続可能な地域づくりと公共施設等の適切な管理を両立させるために「つ

がる市公共施設等総合管理計画」を令和４年３月に改定したところであり、次に掲げる

同計画の基本方針により、公共施設等の整備や維持管理に努めています。

ア 全般

①保有総量の最適化

将来の人口推計及び財政状況の見通しを踏まえ、これまでに整備した公共施設等の配

置の見直しを含め、持続可能な地域づくりに配慮しつつ、公共施設等の保有総量の最

適化を図ります。

②既存公共施設等の有効活用

新たな市民サービスとしての行政需要が生じた場合には、新たな公共施設等の建設よ

りも、これまで市民に親しまれてきた既存公共施設等の有効活用を検討します。

③公共施設の複合化・多機能化

市民のニーズを適確にとらえ、新たな付加価値を創出できる、複合化・多機能化施設

を検討します。

④公共施設等の長寿命化

既存公共施設等を少しでも長く利活用していくために、ライフサイクルコストの縮減

も視野に入れ、予防保全や長寿命化を行います。

⑤民間活力の導入

指定管理者制度、包括的な業務委託など、民間のノウハウを活かした公共施設等の運

営手法の導入について検討します。

イ 公共施設

①公共施設の保有総量の適正化

◆原則として、新規施設は建設しないこととします。政策上、新規施設を建設する場合

は、既存公共施設の廃止等を進めることで、公共施設の総保有量の抑制を図ります。

◆耐用年数を経過し不要と判断される公共施設は、除却します。

◆用途や設置目的が同じ公共施設は、利用状況や立地状況を踏まえ、機能移転、統合、

複合化を進めます。

◆既存公共施設の更新では、機能を維持しながら、面積等を縮小します。

◆余剰と考えられる公共施設は、売却、賃貸、民間移管を推進します。

②計画的な保全の促進

◆計画的な修繕により長寿命化を図り、経費の効率化を推進します。



- 14 -

◆長期的に維持する公共施設は、定期的な各部位ごとの点検を行い、劣化状況を把握し、

状況に応じて計画的に修繕を実施します。

◆点検、予防保全を計画的に実施することにより、ライフサイクルコストの縮減につな

げます。

◆点検の結果、老朽化・劣化が進行し、修繕しても長寿命化が見込めない場合は、使用

を停止・除却します。市民ニーズがある場合には、他の公共施設への機能移転や人口

規模に合わせた小規模化などについても検討します。

③既存公共施設の維持管理・運営等に必要な財源の確保

◆従来の維持管理・修繕業務の効率化を図ります。

◆公共施設での有料広告の導入、未活用部分の賃貸・売却により、収入を確保します。

◆適正な施設使用料に向けた受益者負担の見直しを検討します。

◆必要に応じ、公共施設を事業会社に移転することも検討します。

ウ インフラ

① 安全・安心な維持管理

今までの「傷んでから直す、又は作り替える」という対症療法的な事後保全型維持管

理から、「傷む前に直して、できる限り長期間使う」という予防保全型維持管理へシフ

トします。これにより、構造物を長持ちさせて更新時期を先送りすることができ、大掛

かりな修繕も抑えられるのでコスト削減につながります。また、短いサイクルで適切な

時期に維持管理することにより、機能を維持し、安全を確保します。

②長寿命化によるコスト削減

◆従来の維持管理業務を効率化することにより、修繕等に係る経費の削減に努めます。

◆コスト削減として費用・単価の低減化のみを求めず、地元企業の収入確保、要求仕様

（性能）確保など、総合的で適正な運営管理を進めます。

◆国、県などが研究し実証している維持管理・修繕技術を積極的に導入し、コスト削減

を目指します。

エ 普通財産

普通財産については、行政で利用するもの以外は、売却、賃貸、信託などを推進し、

市としての収益の確保及び維持管理費用の削減を図るとともに、有効活用及び効率的な

管理を進めます。

本計画に記載する全ての公共施設の整備や維持管理については、これら「つがる市公共施

設等総合管理計画」で定める基本方針に適合したものであり、過疎対策に必要な事業を適切

に実施いたします。
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

(１) 現況と問題点

①移住・定住・地域間交流の促進

国際化が進み、日常生活においても、日本だけではない、様々な国の人々との相互理

解が必然となっています。本市では姉妹都市交流に力を入れています。交流体験を通し、

特に子どもたちには、異文化に対する理解やコミュニケーション能力が養われるほか、

本市への愛着や理解が育まれているようです。

人口減少の現状等から新たな地域の担い手の確保に向け、各自治体が関係人口、交流

人口の拡大、移住促進に取り組んでいます。本市では市直営のアンテナショップを都内

に開設しました。メロンをきっかけとして、インターネット上の情報等を「知っている」

関係から、実際に何らかの関わりを持つ関係へと、関係性を深化させていく取組が求め

られています。

全国的な人口減少や超高齢化社会の到来に伴う地方における労働力不足や後継者不足、

人口の東京一極集中による地域経済の活力低下が懸念されている中、過疎地域である本

市においては、自然減と社会減の両面から人口減少が進んでいます。

進学や就職を契機とした若者の市外への転出が社会減の大きな要因となっており、中

でも、女性の市外への転出は、出生数の減少につながることから、将来にわたっての影

響が考えられます。

今後は、行政のみならず、多様な人材の活躍を推進するとともに、情報通信技術やＳ

ＤＧｓなどの新しい時代の流れをまちづくりに取り入れながら、魅力あるしごとの創出、

地域資源の活用による地域経済循環の強化、生活環境の充実、結婚・出産・子育ての希

望をかなえることに重点的に取り組み移住・定住の促進を図る必要があります。

また、近年、豊かな自然環境、やすらぎのあるライフスタイル、生活文化の多様性等

があらためて評価される傾向にあり、東京一極集中を是正する受け皿として農村地域に

注目が集まっています。これを好機と捉え本市ならではの独自性を持った施策を展開し

移住・定住の促進を図ることが必要です。

移住促進については、本市に興味を持ってもらう人を増やすために本市の魅力の積極

的な情報発信に努め、交流人口拡大に向けた観光振興や都市との交流を活性化させるこ

とが求められます。その上で本市と深い関わりを持ち強い想いを寄せる関係人口の構築

を図ることが必要となります。

定住促進については、若者が進学先で学んだことや身に付けた技術を地元で発揮する

ことができる働く場の創出が求められています。また、本市の基幹産業である農業の更

なる振興を図り、生業として魅力ある農業の確立に努め、就農や農業による雇用を創出

することが必要です。

この他、出会いの場の創出、結婚・出産、子育ての不安解消を図るため経済的負担軽

減や地域全体で支え見守る子育て環境の構築、住環境の充実、多彩な余暇活動が実現で

きる場所づくりにも努めることが求められています。

さらには、五所川原定住自立圏域においても人口減少が著しく、地域経済の縮小や停
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滞、行政サービスの縮小も懸念されることから、定住自立圏域と連携した人口減少対策

も着実に実施していく必要があります。

②人材育成

人口減少の進行や超高齢化時代の到来により、地域産業の担い手や後継者不足、消費

の低迷による地域経済の縮小、各コミュニティの活力低下などが懸念されています。

本市が将来にわたり持続可能なまちづくりを行うためには、基幹産業である農業の魅

力向上に取り組み、国内外問わず販路開拓・拡大に挑む人や、観光振興や文化活動にお

けるリーダーの確保に取り組むと同時に、既存の姉妹都市交流事業や市内のイベントへ

多くの市民に参画してもらうことが必要です。また、若者の市外への流出を防ぐために、

若者を中心としたコミュニティの柔軟な発想を生かしたまちづくりに取り組む必要があ

ります。さらには、地元住民では地域固有の魅力になかなか気が付けず、十分に地域資

源を生かしきれていない状況にあるため、地域おこし協力隊や地域支援を行うアドバイ

ザーなど外部からの人材を活用した地域づくりにも取り組むことが必要です。

表２－１ 令和６年 性別・年齢別にみた転入元別転入数

（単位：人）

資料：住民基本台帳人口移動報告

表２－２ 令和６年 性別・年齢別にみた転出先別転出数

（単位：人）

資料：住民基本台帳人口移動報告

総数 0~9歳 10~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60歳以上 不詳/その他

全国 513 39 35 174 87 61 43 73 1

県内 303 31 19 104 49 32 27 40 1

県外 210 8 16 70 38 29 16 33 0

全国 275 16 21 93 46 32 27 40 0

県内 150 15 11 53 24 12 16 19 0

県外 125 1 10 40 22 20 11 21 0

全国 238 23 14 81 41 29 16 33 1

県内 153 16 8 51 25 20 11 21 1

県外 85 7 6 30 16 9 5 12 0

都道府県・市町村

総数

男

女

総数 0~9歳 10~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60歳以上 不詳/その他

全国 708 39 96 250 101 98 45 78 1

県内 377 26 35 109 62 67 24 53 1

県外 331 13 61 141 39 31 21 25 0

全国 359 21 48 130 51 54 26 29 0

県内 179 15 17 53 28 34 12 20 0

県外 180 6 31 77 23 20 14 9 0

全国 349 18 48 120 50 44 19 49 1

県内 198 11 18 56 34 33 12 33 1

県外 151 7 30 64 16 11 7 16 0

都道府県・市町村

総数

男

女
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（２） その対策

①移住・定住・地域間交流の促進

・新たな人の流れを創出するために、本市に興味を持ってもらうための積極的な情報

発信が必要です。つがる市の暮らしの魅力、等身大の日常や観光情報についてＳＮ

Ｓやウェブサイト等の様々な媒体を通じて積極的に情報発信を行うとともに、移住

希望者に対する優遇施策の情報やＵＩＪターン等により移住した方の活動紹介を行

うなど充実した情報発信に努めます。

・交流人口拡大のために、物産及び観光振興を図りながら観光客の増加を目指すとと

もに、姉妹都市や関わりが深い都市との交流、東京事務所に併設する「果房メロン

とロマン」を通じて本市とつながった方々や市人会等との交流、生産者と消費者を

繋げる取り組みをさらに推進します。また、交流やイベント等の参加を通じて、本

市と密接にかかわる人を関係人口と位置付け様々な分野で良きパートナーとして関

係性を築き、交流や関わり方の深化を図ります。

・つがるファン倶楽部の運営等、関係人口の受け皿になる取組を進めるとともに情報

発信を行います。

・多文化共生、国際理解を目的とし姉妹都市協会等との連携による国際交流フェア等

の開催や、外国籍の方々が本市市民として安心して生活できるよう、情報提供の多

言語化など多文化共生に向けた取組を推進します。

・定住促進については、若者が高校や大学、専門学校で学んだスキルを市内で発揮で

きる働き場の創出に向けて、企業誘致を推進するとともに起業・創業に向けた相談

体制やその支援充実を図ります。また、本市の基幹産業の農業を生業にする人を増

やし、地域経済循環を強化するため、若者の新規就農やＵＩＪターンによる就農、

そして農業法人や農業経営体に対する支援の拡充に努めます。

・移住促進を図り、首都圏でのイベント等を通じた地域産業等のＰＲや、移住相談等

を充実させ、本市での暮らしをイメージできるよう、市内の空き家等を活用し、移

住希望者に移住体験機会を提供します。また、本市への若者の定住やＵＩターンを

促進するため、奨学金返還等にかかる負担軽減等複合的な支援を行い、移住希望者

が円滑に市内で定住できるよう、家賃補助やマイホーム建築補助等、移住に係る経

済負担を軽減します。

・市内への移住・定住を促進するため、市内に子育て世帯、又は若年夫婦世帯等向け

の民間賃貸住宅を建設する個人・法人に対して補助金を交付し、若い世代が魅力的

に感じる住環境の整備を推進します。

・若者の出会いと結婚への支援については、出会いの場を創出する各種イベントの開

催や結婚、人生設計等に関する各種相談、情報提供を行う団体を支援するほか、新

婚夫婦が市内の民間賃貸住宅に入居した際の家賃補助により経済的負担を軽減しま

す。

・妊娠、出産、子育て支援については、母子の支援体制の充実、不妊治療に対する支

援、多様な保育サービス、そして放課後児童対策等の充実を図ります。また、情報
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通信技術を活用した子育て支援情報の発信に努めるとともに、保育所等第２子以降

負担の軽減や中学生までの子どもにかかる医療費、子どもインフルエンザワクチン

予防接種費用等に対して助成を行うなど経済的支援の充実を図ります。

・五所川原定住自立圏域との連携については、定住自立圏共生ビジョンに基づき、適

切な役割分担のもと、広域で連携して提供すべき行政サービスや各種施策の質と量

を確保しながら、圏域全体で人流を創出し、地域住民が将来にわたって安心に暮ら

せる地域づくりを推進します。

●目標

②人材育成

・活力ある持続可能な地域を目指すため、各分野の「生業（なりわい）」づくりや地

域づくりをけん引するリーダーの育成に取り組むとともに、関係人口と地域で活動

する市民や企業・団体等との連携を強化します。さらに、姉妹都市や本市と関わり

のある都市との交流に多くの市民に参画してもらうことで、地元の良さの発信や異

文化交流の機会を創出し、グローバルな視野を持ち本市で活躍する人材の育成に取

り組みます。

・地域おこし協力隊を募集し、外からの視点によるまちの魅力の発見、まちづくりを

推進します。

・市内の児童や生徒らが地域に親しみ、地域の魅力や特徴を知り、課題や可能性を学

んでもらうため、体験や地域間交流を重視した学習活動の充実に取り組みます。ま

た、国際感覚やコミュニケーション能力を養うため、姉妹都市米国メーン州バス市

との相互訪問交流などを通じた異文化理解を促進するとともに、つがる市への理解

を深め、魅力などを国内外に発信できる人材の育成に取り組みます。

●目標

施設の整備に係る目標については、公共施設等総合管理計画との整合を図り、長寿命化や集

約化を行うものとします。

項目 基準値 目標 根拠資料

転入者数
554 人

(R6 年)

現状より増加

(R8～12 年の平均)
住民基本台帳

転出超過数
184 人

(R6 年)

現状より減少

(R8～12 年の平均)
住民基本台帳

項目 基準値 目標 根拠資料

地域おこし協力隊隊員数
6 人

(R6 年度)

現状より増加

(R12 年度)
地域創生課調べ
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（３） 事業計画(令和８年度～１２年度)

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

移住・定住・地

域間交流の促

進、人材育成

(1)移住・定住

(2)地域間交流 関係人口つながるプロジェクト事業

姉妹都市推進事業

つがる市

つがる市

(ソフト事業)

(ソフト事業)

(3)人材育成 国際交流事業 つがる市 (ソフト事業)

(4)過疎地域持続的

発展特別事業

移住・定住 移住者マイホーム応援事業

①事業の必要性

定住人口の増加及び地域の活性化を図るため

には、転入者の定住を促す必要がある。

②具体的な事業内容

市外から転入し、市内に定住する意思をもって

マイホーム等を取得する世帯に対して購入費の

一部に補助金を交付する。

③見込まれる事業効果

つがる市

転入者に定住を促す事業を実施することで、転

出超過の状況が改善することが期待されるため、

将来にわたり過疎地域の持続的発展に資する事

業である。

新婚生活応援事業

①事業の必要性

人口減少のスピードを鈍化させるため、家賃補

助を行うことにより若い人の定住を促進し、地域

活性化を図る必要がある。

②具体的な事業内容

婚姻届を提出してから１年以内の新婚夫婦（夫

婦ともに40歳未満）が市内の民間賃貸住宅に入居

し、市内に５年以上定住する場合に最大月額15

千円を５年間補助する。

③見込まれる事業効果

若い人の定住を推進するため、新婚夫婦世帯に

民間賃貸住宅の家賃補助を行うことで、若者の定

住が促進されることから、将来にわたり過疎地域

の持続的発展に資する事業である。

子育て・若年夫婦世帯移住応援事業

①事業の必要性

家賃補助を行うことにより若年層、子育て世帯

の移住、定住を促進し、人口減少のスピードを緩

やかにすると共に、地域の活性化を図る必要があ

る。

②具体的な事業内容

市外に在住する子育て世帯、若年夫婦世帯（満

40歳未満）が市内に５年以上定住する意思があ

り、つがる市内の民間賃貸住宅に居住する移住世

帯に対して、家賃の一部を５年間補助する。。

③見込まれる事業効果

若い人の移住を推進するため、若年夫婦世帯に

民間賃貸住宅の家賃補助を行うことで、若者の定

つがる市

つがる市
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（４） 公共施設等総合管理計画との整合

移住・定住・地域間交流の促進、人材育成に係る公共施設等の整備・維持管理については、つ

がる市公共施設等総合管理計画における基本方針の①保有総量の最適化、②既存公共施設等の有

効活用、③公共施設の複合化・多機能化、④公共施設等の長寿命化、⑤民間活力の導入に基づき、

必要とする事業を適切に実施していくことから、整合性が図られています。

住が促進されることから、将来にわたり過疎地域

の持続的発展に資する事業である。

民間賃貸住宅建設支援事業

①事業の必要性

人口減少のスピードを鈍化させるため、民間賃

貸住宅建設に補助を行うことにより、魅力ある住

環境を整備し、若い世代の定住を促進する必要が

ある。

②具体的な事業内容

市内に子育て世帯又は、若年夫婦世帯等向けの

民間賃貸住宅を建設する個人又は法人に対し、費

用の一部を補助する。

③見込まれる事業効果

若い人の移住を推進するため、市内に民間賃貸

住宅を建設する個人又は、法人を対象に建設費の

一部を補助することにより、魅力的な住環境が整

備され、若者の定住が促進されることから、将来

にわたり過疎地域の持続的発展に資する事業で

ある。

地域間交流

人材育成

その他

基金積立金

(5)その他
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３ 産業の振興

（１） 現況と問題点

①農業

令和６年、食料・農業・農村基本法が改正され「食料安全保障」と「環境と調和のと

れた食料システム」の構築を目標とし、農業の構造転換に取り組む方針が示されました。

農業は本市の基幹産業であり、米を中心に多彩な農産物が生産され、中でも「つがるブ

ランド農産物」８品目が高い評価を得ています。

近年、担い手の高齢化が進み、農業では就業者の６割以上が 60 歳以上です。現状では

農家数の減少にも関わらず農地面積や生産量は維持されていますが、今後は担い手の減

少と、それに伴う農地の縮小が懸念されます。担い手の確保やスマート農業技術の導入

など生産性の向上につながる取組が求められます。

本市は、全国に誇るつがるブランド農産物が生産され、農業産出額（推計）が高いこ

とから、全国でも有数の農業地域といえますが、全国的な人口減少や高校卒業後の若者

の進学や就職に伴う市外流出を受けて、農業従事者の高齢化や後継者不足が進行してお

り、次の表３からも分かるように、近年の農家数、農業就業人口や経営耕地面積につい

ても減少傾向が見られ離農が進んでいます。

さらに、国内農業は農作物の輸入自由化や産地間競争の激化、さらには食料自給率の

低下などにより、本市における農業を一層厳しい状況に追い込んでいます。

一方、農業生産活動は、農産物の供給以外に国土の保全、水源のかん養、美しい景観

の保全、文化の伝承など、多面的な機能を有しており、ものの豊かさから心の豊かさ、

安全・安心を重視する現代社会において、その多面的機能の十分な発揮に対する期待が

高まっています。

農地が身近にある豊かさを将来の世代に継承していくため、また、本市の産業のけん

引役である農業を持続可能なものとするため更なる地域農業の活性化が求められていま

す。

このような中、農業生産の基盤である稲作については、生産性向上や生産コストの低

減を図るため、経年劣化が懸念され本来の機能を十分に発揮できていない農業基盤の更

新や、スマート農業の導入促進を視野に入れた大区画ほ場整備、用排水路や農道整備な

どを進めて行く必要があります。畑作については、かんがい設備の拡充など生産性を高

めるための畑地整備を引き続き進めていく必要があります。また、経営安定化を図るた

めに認定農業者や農業生産法人の経営規模拡大に向けて、引き続き農地の集積化・流動

化を進めつつ、農業用機械や設備導入に対する支援を行うなど経営安定対策の充実を図

り、市場のニーズに応えられる産地形成を目指すことが必要です。

果樹及び野菜については、氷温庫の整備や光センサーを導入した選果場の整備などに

よる集出荷体制の強化により、特に、りんご、メロン、すいかについては市場で高い評

価を得ていますが、引き続き、東京事務所を活用した首都圏への宣伝活動や関西地方へ

のトップセールス等により一大消費地へ向けた宣伝活動が重要です。
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表３－①（１）農家数の推移

（単位：戸）

※平成 12 年以降の専業・兼業別農家数は、販売農家の数値を掲載 資料：農林業センサス

表３－①（２）経営耕地面積の推移

（単位：ha）

※平成 17 年以降の田畑別面積は、販売農家の数値を掲載 資料：農林業センサス

②林業

本市の令和元年の森林現況面積は、3,897ha（国有林 922ha、民有林 2,975ha）で、市

域の 15.4％を占めており、その大半が、屏風山地帯の防災機能を持った保安林となって

います。樹種別に見ると、国有林・民有林ともにクロマツを中心とした針葉樹がその大

半を占めています。

令和２年における本市の林業経営体数は７戸と横ばい状態が続いていますが、林業基

盤を支える人材の育成と林道の保全に努めていくことが必要です。

表３－②（１）林業経営体数の推移

（単位：戸）

（資料：農林業センサス）

③水産業

本市の水産業は、日本海に面する車力地区における海面漁業と十三湖を漁場とする内

水面漁業が中心となっています。

海面漁業については、漁場の整備、漁港施設の機能保全、資源の増殖・保護、水産技

術の向上等の支援により、漁業者の所得向上と経営の安定化に取り組むとともに、漁業

区 分 平成７年 平成 12年 平成 17 年 平成 22年 平成 27 年 令和２年
増減率

H7／R2

農家数 5,294 4,935 4,364 3,377 2,616 2,205 △ 58.35％

専業農家 595 678 843 939 929 － －

兼業農家 4,699 3,961 3,319 2,225 1,502 － －

区 分 平成７年 平成 12年 平成 17 年 平成 22年 平成 27 年 令和 2年
増減率

H7／R2

総 面 積 13,579 13,564 13,207 13,029 12,633 12,482 △8.08％

田 11,579 11,519 11,418 10,747 10,391 10,806 △6.68％

畑 1,487 1,563 1,341 1,859 1,880 1,335 △10.22％

樹園地 512 482 415 423 320 341 △33.40％

１戸当たり面積 2.56 2.75 3.03 3.71 4.83 5.60 118.75％

区分 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年

林業経営体 11戸 ６戸 ５戸 ７戸
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の担い手確保に取り組んでいく必要があります。

内水面漁業においては、ヤマトシジミ漁を中心に、資源の確保及び流通体系の整備が

求められています。

④商工業

本市では柏地区のイオンモールつがる柏を中心に大型店舗が集積し消費を呼び込んで

いる一方、かつてにぎわいをみせていた中心市街地が形成されている木造地区の商店街

や、各地域にある商店の廃業などが目立っています。また、ドラッグストアの出店や、

インターネットによる通信販売の台頭もあり、より一層、本市の商業を取り巻く状況は

深刻なものとなっています。

これまで、商業活性化のため、地元消費喚起のための商品券発行の支援や、商工会で

実施するイベントや祭りへの補助金交付などの支援を行ってきたほか、県や金融機関と

の連携による融資制度の実施や商工会との連携による経営支援などにより、商業を生業

とする方々の経営安定化を目指してきました。

しかし、商店街や各地域には空き店舗や空き倉庫が目立ち、コミュニティ機能や各地

域の生活支援など商業の機能を十分に発揮されていない状況が見られます。商店街や各

地域の商店などは移動手段を持たない高齢者や子ども達にとって、身近な消費の場であ

り、また交流の場として重要な役割もあることから、持続可能なまちづくりを目指す上

でも活性化が必要不可欠です。

今後は、行政主導による商店街づくり・商業振興ではなく、商店街や各地域の商業の

特性を知っている意欲的な経営者、あらゆる分野のキーマンや専門家、そして商店街、

各地域の商業を担う若手の経営者らによる、民間主導での商店街の活性化や各地域の商

業の維持に向けた根本的な課題解決へ取り組む必要があります。そうして出てきた一過

性の対症療法策ではない、根本的な課題解決策については行政として積極的な支援を行

うという流れが今後重要になります。

起業・創業支援や継業支援に努めつつ、小さくても個性的なお店が、徒歩圏内に広が

り、郊外にある大型店舗などには無い魅力を兼ね備え、人々が集う回遊性がある商店街

づくり、また各地域の生活を支える商業機能の維持に向けて、食・文化といった地域資

源の活用を促進しながら取り組むことが必要です。

本市の工業については、企業誘致の取組を推進し、農業経営の余剰労働力の吸収と所

得向上及び若者の定住促進に努めてきたところです。しかし近年、我が国経済が長引く

景気の低迷から脱し、企業の設備投資意欲の高まりや生産拠点の国内回帰等がみられる

ものの、本市への新規企業の誘致は１件と進まず、既存事業所も減少しており、平成 30

年工業統計による概況は、27 事業所が操業、従業員数 699 人、製造品出荷額は 6,038 百

万円となっています。

工業及び企業誘致を取り巻く環境は極めて厳しいものがありますが、本市の均衡ある

発展のためには、今後も工業の振興は不可欠であり、引き続き企業誘致を促進して就労

機会の創出に努めていくことが求められています。
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表３－④（１）商業の状況 商店数等（卸売・小売業）の推移

（単位：店、人、百万円）

資料：商業統計調査、経済センサス活動調査（H24・H28）

表３－④（２）工業の状況 事業所数等の推移

（単位：店、人、百万円）

資料：工業統計調査

⑤情報・通信産業

近年、本市のような過疎地域においても、高速インターネットが利用できる環境が整

備され、スマートフォンやタブレット端末の普及が進み、消費生活や就労スタイルに変

化が見られます。産業全体を見てもデジタル化を活用した取組が進んでいますが、本市

には情報・通信産業の受け皿となるサテライトオフィスなどの環境が無く、推進体制が

整っていません。情報通信産業は経済波及効果が高い産業であることから、まずは情報

通信技術を利活用する人材の確保に努め、情報通信関連産業の積極的な誘致も視野に入

れた企業誘致活動に努めていくことが必要です。

⑥観光・レクリエーション

国は、観光立国の持続可能な形での復活に向け、持続可能な観光地域づくり、インバ

ウンド（訪日外国人旅行）回復、国内交流拡大の３つの戦略に取り組む方針を示しまし

た。本市は、縄文遺跡などの歴史資源、日本最古のりんごの木やベンセ湿原などの自然

資源、ＪＲ木造駅、髙山稲荷神社、七里長浜などの景観資源といった、歴史・風土と結

びついた観光資源を有しています。縄文遺跡群の世界文化遺産登録は広域観光につなが

る大きな契機と言えます。これら観光資源は点在し、来訪者の移動は自家用車が中心で

す。

アウトドア目的の施設や宿泊できる施設の整備が進み、滞在型の観光に応える体制が

整いつつあります。「観光の足」を確保すること、シティプロモーション（地域住民の

愛着の形成）と一体の観光振興が求められます。

区 分 平成 14 年 平成 19 年 平成 24年 平成 26 年 平成 28 年
増減率

H14／H28

商店数 456 419 323 284 314 △31.1％

従業員数 2,980 2,809 2,166 2,086 2,063 △30.8％

年間商品販売額 52,666 47,738 41,343 58,605 56,228 6.8％

区分 平成 11 年 平成 14年 平成 20 年 平成 25年 平成 30年 令和元年
増減率

H11/R1

事業所数 60 51 48 33 27 31 △48.3％

従業員数 1,721 1,326 1,118 791 699 742 △56.9％

製造品出荷額等 9,512 7,717 6,274 5,703 6,038 6,297 △33.8％
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主要観光施設の入込客数を見ると、つがる市農産物直売所、髙山稲荷神社、道の駅も

りたアーストップに多くの方が訪れ、主要な祭りについては、馬市まつり、つがる市春

祭り、つがる市ネブタまつりに多くの方々が訪れています。

観光客入込客数全体を見ると、東日本大震災後の平成 23 年以降は増加傾向が見られ令

和 5年には 1,066 千人となっていますが、未だ東日本大震災以前の入込客数までは回復

していない状況となっています。

観光は域外からの外貨獲得や交流人口の増加が期待でき、地域に活力がもたらされる

ことから、本市の豊かな自然、食や文化などの地域資源を活用した観光コンテンツを充

実し誘客を図ることが重要です。

本市には、世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を代表する亀

ヶ岡石器時代遺跡(注 1) 、田小屋野貝塚(注 2)のほか石神遺跡(注 3)といった歴史ロマンにあ

ふれる観光資源があり、今後、来訪者の大幅な増加が期待されるため、市文化の振興策

と連携しながら、縄文を目玉とする観光コンテンツの充実や観光事業者のホスピタリテ

ィの更なる向上など、受入態勢の整備が必要です。

津軽自動車道の開通による交通の利便性向上や、青森空港における新たな国際線就航

による海外からの観光客の増加などを好機と捉え、本市が持つ自然、産業や歴史文化を

生かした着地型観光を推進し、稼ぐ観光を実現させ地域活性化を図る必要があります。

他の市町村と連携した取り組みとして、観光地域づくり法人「Clan PEONY 津軽」と連

携し観光コンテンツ開発や、地域をリードする観光人材育成に取り組んでいます。

表３－⑥観光客入込み客数の推移

（単位：千人、％）

（資料：青森県観光統計）

(注 1)亀ヶ岡石器時代遺跡

標高 7～18ｍ程度の丘陵(亀山地区)と、その北側と南側に位置する標高 3～4ｍ程度の低湿地(近江野沢地区・沢

根地区)に立地している縄文時代晩期(紀元前 1,500 年～紀元前 400 年頃)の大規模な共同墓地の遺跡です。令和３

年７月末に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の 17 構成資産の 1 つ。出土した土器や国重

要文化財の遮光器土偶に代表される縄文時代晩期の優れた物質文化は「亀ヶ岡文化」と呼ばれ、その名称の由来

となった遺跡です。

(注 2)田小屋野貝塚

縄文時代前期中頃～中期末頃(紀元前 4000 年～紀元前 2,000 年頃)の円筒土器文化を中心とする遺跡で、日本海

側では数少ない縄文時代前期の貝塚を伴う集落遺跡です。令和３年７月末に世界文化遺産登録された「北海道・

北東北の縄文遺跡群」の 17構成資産の 1つ。温暖な自然環境下での自然との接し方や土地利用の在り方を示して

います。

区 分 平成 20 年 平成 21 年 平成 22年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25年 平成 26 年 平成 27 年

観光客入込客数 1,378 1,381 791 740 760 757 826 879

区 分 平成 28 年 平成 29 年 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年

観光客入込客数 876 951 1,105 1,086 915 902 978 1,066
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(注 3)石神遺跡

縄文時代前期～中期に栄えた円筒土器文化の代表的遺跡。明治時代から多くの土器・石器が出土することで知

られています。昭和 40 年には弘前大学・慶應義塾大学によって発掘調査が行われ、縄文時代前期から中期の土器

が層位的に出土しました。出土遺物のうち 219 点が平成２年(1990)に国重要文化財に指定されています。

(２) その対策

①農業

◆就農支援

・青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的に、国及び県などと連携し

実施する新規就農者育成総合対策事業の促進を図り、事業を利用する就農者の円滑

な研修をサポートします。また、本市独自に支援金（国交付金（就農準備資金）と

併用が可能）を交付し、本市のベテラン農家の指導や地域農業のリーダーによるバ

ックアップが受けられる「つがる市新規就農者支援事業」を合わせて実施し、新規

就農者の育成及び確保を図ります。

◆生産基盤の整備・充実

・地域の稲作の生産基盤の強化と農作業の効率化を図るため、区画整理や農業用用排

水施設等の水田整備を地域のニーズに応じて実施していきます。また、農業水利施

設の長寿命化対策や防災減災対策についてもきめ細かく推進していきます。

・情報通信技術を活用した品質向上や省力化、労働力不足解消などが期待されるスマ

ート農業の本市での活用に向けて、その基盤となるＧＮＳＳ（Global Navigation

Satellite System:衛星測位システムを用いて地上の位置関係を求める測量作業）の

基地局を整備し、ロボット機械の導入を促進します。

・畑作振興については、地域が一体となって生産・出荷コストの低減、販売額の向上

などに取り組むために必要な農業機械の導入や集出荷施設の整備に努めます。

・畜産振興においては、飼料基盤に立脚した肉用牛経営に係る担い手の育成を図るた

め、草地の造成整備や畜舎等の施設整備を支援します。

・安心、安全な農産物産地として、特別栽培や「土づくり」への取組など有機農業の

導入による農産物の高付加価値化を促進します。

・経営近代化施設、生産施設、設備の計画的な改修整備の推進。また、品質の統一や

生産経費の削減のため施設の共同利用等を促進していきます。

◆農道

・基幹産業である農業の生産活動の強化には、農作業の効率化を図るための農道整備

が必要不可欠です。また、改良や防雪柵の設置を必要とする路線があることから、

計画的に整備を進めていきます。

・農道橋に関しては、老朽化が進むものを対象に予防保全を実施し、安全性の確保と

長寿命化を図ります。
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◆経営基盤の強化

・地域農業の持続的かつ安定的な発展を目指し、認定農業者、集落営農組織、農業生

産法人、新規就農者など、産地をけん引する経営体の育成対策と、担い手農家への

農地集積を進め、安定した農業経営ができるように、農地中間管理機構等の活用を

促進します。

・稲作農家については、主食用米の需要が減少する中、行政と農業関連団体などが連

携を強化し、農地のフル活用による複合産地の確立、複合経営の生産体制を強化し、

稲作の販売額向上や生産コストの低減、契約栽培や輸出の拡大に向けた取組などを

支援します。

・畑作、野菜農家については、所得確保を図る経営複合化を促進するとともに、畑作

野菜等の販売額向上や労働力不足に対応した機械化、生産コスト低減に向けた取組

を支援します。

・所得の安定化に向けた販売単価の高い新規作物の導入や高収益労働集約型農業を推

進します。

◆販路拡大及び６次産業化の推進

・農産物の販路拡大を図り農業所得の向上に繋げることにより生業として魅力ある農

林水産業を目指します。販路拡大に向けては、一次産業従事者の意向を把握しつつ、

直売所での販売拡大やインターネット販売の支援を行うなど消費者への直接販売の

促進。スーパーや加工品製造業者との農産物の契約栽培等、多様な販売機会を捉え

た販路拡大を促進します。また、就農者の定着、生産者と購買者や都市住民との交

流を促進するため、道の駅、農産物の直売所・展示所等の流通販売施設の整備を充

実させます。

・一次、二次、三次産業が連携して農林水産物等の地域資源の付加価値を高める６次

産業化を促進するために構築したつがる市食産業ネットワークによる新商品開発や

販売会等の活動を支援します。また、つがる市未来プロジェクト事業によりつがる

市産農畜水産物等を活用した付加価値の高い商品開発又はその販売促進等、６次産

業化の推進に資する取組を行う事業者を支援します。

・学校給食での地元農産物の使用など「地産地消」への取組を進めます。

◆ブランド化戦略の推進

・生産物のブランド力向上に向けた認定農産物の品質向上、及び認知度向上に向けた

プロモーションを推進します。

・認定農産物を使用した加工品の開発及びブランディングを推進し、本市の農産物に

おける総合的なブランド価値の向上を図ります。

・「果房メロンとロマン」を活用し、本市の農家と首都圏の消費者や就農希望者をつ

なぐ様々な交流イベント、本市産の農産物の魅力の発信に努め、本市の農産物のフ

ァンを獲得します。
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●目標

②林業

・森林資源の適切な管理に向け、作業道等の整備に積極的に取り組むほか、間伐材の

有効利用や粗放林野の伐採整備と造林事業の促進等により、水源涵養や防風等保安

機能の維持・強化に努めます。

●目標

③水産業

・海面漁業については、引き続き水産資源の増大と漁獲量の安定・向上を図るための

漁場整備や老朽化した漁港施設の機能保全を進めるとともに、荷捌き施設の整備に

努め共同利用を推進します。また、漁協や関係機関との連携により、経営安定化策

を推進します。内水面漁業については、シジミが適正な環境で生育できるよう浚渫

や環境整備に努めます。

●目標

④商工業

・商店街の賑わいづくりを促進するために、中心商店街等にある空き店舗を活用する

新規出店支援や経営支援、商店街の道路、駐車場、街灯、その他地域の商店街の振

興のために必要な共同利用施設の整備を行います。また、市内で起業する方を対象

に、事業活動に必要な資金の一部を補助し雇用の場の創出に努めます。

・地域産業の活性化を図るため、商業振興においては、既存商店街の活性化を支援し、

人々が行き交い、地域の魅力を感じる場としての機能の充実を図りながら、商業施

設や公共施設の集積による中心市街地を形成し、利便性の高い環境づくりを推進し

ます。

・商工会や関係団体と連携し、各種イベントの拡充やプレミアム付き商品券など、人

が集まるコンテンツの充実を図ります。また、ＪＲ木造駅周辺などを中心に、観光

案内や地域産品の販売を促進します。

・中小企業の経営安定化に向けては、県や信用保証協会など関係機関と連携し、融資

項目 基準値 目標 根拠資料

新規就農者数
15 人

(R6 年度)

23 人

(R12 年度)
農林水産課調べ

つがるブランド認定加工品数
14品目

(R7 年度)

現状より増加

(R12 年度)
観光ブランド戦略課調べ

項目 基準値 目標 根拠資料

林業経営体
７戸

(R２年)

現状維持

(R12 年)
農林業センサス

項目 基準値 目標 根拠資料

漁獲金額
16,385 千円

(R6 年度)

13,108 千円

(R12 年度)
農林水産課調べ
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の際の保証料の補助を行う他、セーフティーネット保証制度の認定など、事業の活

動に必要な資金の調達を円滑にするための支援を継続していきます。また、本市に

おいては、中小企業が地域経済や雇用を支える重要な役割を果たしていることから、

経営支援体制の強化等の各種事業の推進に加えて、中小企業の設備投資を支援する

ため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進計画」を令和７年７月に策定して

います。今後は、これに基づき、中小企業が所有する老朽化した設備を生産性の高

い先端設備に更新を促し、労働生産性の向上を推進します。

・企業誘致については、企業誘致条例に基づく用地取得、事業所設置や緑地設置に対

する奨励金、製造業やソフトウェア業及び研究所を対象とした雇用奨励金交付、テ

レマーケティング関連産業の立地促進補助金交付などの優遇制度を活用しながら積

極的な企業誘致活動を展開し雇用の場創出に努めます。コロナ禍を契機に、テレワ

ークが普及し、東京一極集中から地方移転の流れができるとともに、サプライチェ

ーン強靭化の取組みにより、生産ラインの国内回帰や多拠点化の動きが加速してい

るほか、DX・GX の進展に伴う新たな立地需要が生じていることから、こうした企業

ニーズを的確に捉え、誘致するため、本市の強みを生かした産業団地の整備を進め

ます。また、建設費、固定資産税等の補助、地元雇用、地元調達奨励金等の優遇措

置により宿泊業の誘致の促進をしていきます。

・コミュニティ活動の連携促進に向けては、コミュニティ活動や福祉事業等と連携し、

各地区の特色ある商店活動を支援します。また、高齢者等の買い物支援及び見守り

活動に寄与する移動販売事業や宅配サービス事業など、福祉と連携した地元の商業

活動を支援します。

・農商工の連携推進については、農商工が連携したイベント「食と産業まつり」を充

実させていきます。また、農商工連携による地域産品の開発を支援します。

●目標

⑤情報通信産業

・社会全体のデジタル化によりテレワークの普及やサテライトオフィスの設置が地方

に増加していることを受けて、本市にある空き店舗や利用されていない公共施設等

を利活用した情報通信産業の誘致を検討しその支援策を講じていきます。

・企業誘致のため、情報通信技術関連企業に対しても済的負担軽減等の支援や情報提

供を行い

地域公共交通の利便性向上に向け情報通信技術の活用に取り組みます。

・公共施設の Wi-Fi 整備を推進します。

項目 基準値 目標 根拠資料

卸売・小売業年間商品販売額
45,931 百万円

(R3 年)

現状を維持

(R12 年度)
経済センサス活動調査

製造品出荷額
549,947 万円

(R3 年度)

現状を維持

(R12 年度)
工業統計調査
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●目標

⑥観光・レクリエーション

◆観光施策の充実

・津軽自動車道の整備や北海道新幹線の開業等を好機ととらえ、豊かな農地、農産物、

自然景観や歴史的遺産等を活用した観光情報の発信、観光客の体験交流、地元の食

材を活かしたメニューやお土産品の開発、販売促進など、各分野、関係機関が連携

し一体となって体験型、滞在型、着地型観光の促進に取り組みます。特に北海道・

北東北の縄文遺跡群の取組を強化し、高付加価値化に向けガイドの育成等、本市の

観光資源として一層の活用を図ります。

・「馬市まつり」をはじめ、多様なイベント、祭りによる新たな魅力を創出し、集客

を強化します。

・県や近隣自治体、民間事業者等と連携し、地域特性を生かした観光ルートの開発や

祭りイベント等での相互誘客など、広域観光を推進します。

◆観光インフラ・レクリエーション施設の整備

・来訪者の快適な滞在と安全を確保するために、つがる地球村、柏ロマン荘や稲穂い

こいの里などの宿泊施設や温泉施設、付帯設備の充実に努めます。特に、観光施設

における高速インターネット通信環境、キャッシュレス決裁環境の整備を推進しま

す。また、観光資源間のアクセス道路の整備、公共交通機関と連携した移動手段の

充実や、分かりやすい案内板の整備、観光施設の整備、保全の充実を図り利便性向

上に努めます。

・新しい生活様式に合わせた余暇活動需要の変化も見られることから、花畑など自然

を生かした公園整備やつがる地球村スポーツパークなどのレクリエーション施設の

整備・拡充を促進し、来訪者及び市民の余暇活動の充実を図ります。

・全国でも例を見ない遮光器土偶のユニークな駅舎であるＪＲ木造駅の集客ポテンシ

ャルをより一層生かすため、駅周辺の環境景観整備、駅前広場やロータリーの整備、

観光客や来訪者が立ち寄って購買行動をする施設の整備等、総合的な整備を推進し、

域外からの外貨獲得や交流人口の増加による駅周辺の活性化を図ります。

◆戦略的な観光情報発信

・「日本のふるさと」として、農産物に限らず、自然景観や歴史資源を含めた「つが

るブランド」の一体的な広報活動を、多様なメディアや SNS を利用し本市の魅力発

信を充実を図ります。

・集客や特産品の販売拡大に向け、本市の魅力を感じられるような「ふるさと納税」

返礼品の充実を図ります。

項目 基準値 目標 根拠資料

新規立地協定締結企業数
0 件

(R3～R7 年度)

3 件

(R8～R12)
商工観光課調べ
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●目標

施設の整備に係る目標については、つがる市公共施設等総合管理計画との整合を図り、長

寿命化や集約化を行うものとします。

（３） 事業計画(令和８年度～１２年度)

項目 基準値 目標 根拠資料

観光客入込数
1,238,700 人

(R6 年)

現状より増加

(R12 年)
青森県観光入込客統計

宿泊客数
24,436 人

(R6 年)

現状より増加

(R12 年)
青森県観光入込客統計

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

産業の振興 (1)基盤整備

農業 スマート農業推進事業 つがる市 (ソフト事業)

農業水路等長寿命化・防災減災事業 青森県

県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 青森県

県営西津軽地区農村地域防災減災事業 青森県

県営下車力農道改良事業 青森県

農道橋長寿命化事業 つがる市

林業

水産業

(2)漁港施設 木造漁港整備事業 つがる市

(3)経営近代化施設

農業

林業

水産業

(4)地場産業の振興

技能習得施設

試験研究施設

生産施設 車力集出荷貯蔵施設改修事業 つがる市

加工施設

流通販売施設 道の駅もりた改修事業 つがる市

(5)企業誘致 産業団地整備事業 つがる市

(6)起業の促進

(7)商業

共同利用施設

その他

(8)情報通信産業

(9)観光又は

レクリエーション

つがる地球村駐車場整備事業

つがる地球村相撲場改修事業

つがる地球村スポーツパーク改修事業

呑龍岳展望台整備事業

車力地区温泉整備事業

柏ふるさといきがいセンター改修事業

木造福祉交流センター改修事業

木造駅周辺整備事業

つがる市

つがる市

つがる市

つがる市

つがる市

つがる市

つがる市

つがる市

(10)過疎地域持続的

発展特別事業
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第一次産業 つがるブランド推進事業

①事業の必要性

本市の農業所得向上のためには、ブランド力及び

知名度向上を図り、本市特産品の販売を促進する必

要がある。

②具体的な事業内容

本市のブランド力向上を推進するつがるブラン

ド推進会議に対して補助金を交付しその活動を促

進するもの。また、東京でアンテナショップを運営

して、つがるブランドの推進を行う。

（主な活動内容）

・農産物の栽培基準等を定め、農産物の高付加価値

化を目指すために認定制度を実施。

・認定された農産物、加工品を首都圏、関西圏、県

内等で販売を実施。

・更なる高付加価値化を図った農産物を出荷した認

定者に対して「高品質農産物事業奨励金」を交付。

・「産地」として知名度向上を図るため「メロン・

スイカフェスティバル」を実施する。

・本市特産の農産物をモチーフとするマスコットキ

ャラクターを活用したＳＮＳによる宣伝活動、着ぐ

るみによる集客力向上の取組を実施する。

・アンテナショップ「果房メロンとロマン」の運営。

③見込まれる事業効果

つがるブランド農産物を推進することで、認知度

の向上が図られ、農業所得の向上につながるととも

に、地元に誇りと愛着が生まれ、地域活力の向上が

期待される。このため将来にわたり過疎地域の持続

的発展に資する事業である。

つがる市

（つがる

ブランド

推進会議）

農業生産・経営基盤強化促進事業

①事業の必要性

生業として魅力があり、持続可能な農業を実現す

るためには、農業経営の安定化と収益性を向上させ

る取組が必要である。

また、既存の制度では対象要件に該当しない農業

者や不採択になり負担増になる農業者もいること

から、全ての農業者にとって負担軽減につながる総

合的な支援策を講じる必要がある。

②具体的な事業内容

農業経営の安定化と収益性の向上を図るため、農

業機械（スマート農業機械含む）・施設などの整備

に要する経費、資格取得や研修に要する経費の一部

へ補助を行う。また、稲わらの有効活用を推進する

ための経費に補助を行う。さらに、国・県などが実

施する経営安定化に関わる様々な制度を、農業経営

者がそれぞれの立場で有効活用できるよう支援す

る。

③見込まれる事業効果

これらの取組を推進することにより、農業者の生

産・経営基盤の整備充実を図ることが可能となり、

地域の農業が強化され、持続可能な農業の確立につ

ながることから、将来にわたり過疎地域の持続的発

展に資するものである。

つがる市

商工業・６次産業化



- 33 -

（４） 産業振興促進事項

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種

産業振興促進区域及び振興すべき業種は次表のとおりである。

（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容

① 現状及び課題

上記（１）のとおりです。

② 課題を解決するために実施する事業内容

上記（２）及び（３）のとおりです。

なお、上記事業の実施にあたっては、青森県、五所川原圏域定住自立圏の構成市町や関係

機関との連携を図りながら進めます。

（５) 公共施設等総合管理計画との整合

つがる市公共施設等総合管理計画において「産業系施設は、その多くが指定管理者によって運

営しており、今後もより適切な指定管理者による運営を推進し、適正な維持管理により、長寿命

化を目指します。また、民間への賃貸や収益事業として民間に移管することなどについて検討し

ます。」としており、また、「漁港については、施設の重要性や利用状況など、各施設の特徴を

情報通信産業

観光

企業誘致 ビジネスホテル誘致事業

①事業の必要性

洋上風力発電の建設・メンテナンスにより、関係

者の滞在ニーズは増加するものと考えられる。ビジ

ネスホテルを誘致することで、市内での消費や地元

雇用も生まれることから、他地域に先行される前の

誘致が必要である。

②具体的な事業内容

建設費等・固定資産税・上下水道料の補助、地元

雇用・地元調達奨励金等の優遇措置によりビジネス

ホテルを誘致する。

③見込まれる事業効果

ビジネスホテル建設・運営によって直接雇用（清

掃・フロントなど）や間接雇用（飲食・流通）が創

出される。地元の農産物・水産物を、ビジネスホテ

ルで提供される食事に活用してもらうなど地元産

業との連携が可能。開業により周辺の飲食店・商業

施設の需要が拡大する。災害時の広域避難拠点とし

ての活用も可能。このため将来にわたり過疎地域の

持続的発展に資する事業である。

その他

基金積立

(11)その他

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考

つがる市全域 農林水産物等販売業、製造業、

旅館業、情報サービス業等

令和８年４月１日～

令和 13 年３月 31 日
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踏まえ、適正な維持管理のもと、安全性の向上に努め、効率的な施設管理を進めていきます。溜

池等の施設の維持管理は原則として地元によるものとし、必要に応じ原材料の供給等を行ってい

きます。」としています。

さらに「スポーツ・レクリエーション系施設は、施設の老朽化や利用状況を踏まえ、今後も計

画的な保全により長寿命化を図ります。また、近隣自治体の施設の相互利用を考慮しながら、民

間事業者の活用等を検討しつつ、地域性を考慮した適正な規模・配置を検討します。」としてい

ます。

本計画においても同様の方針としており、本計画と整合性が図られています。
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４ 地域における情報化

（１） 現況と問題点

社会経済のデジタル化の進展に伴い、スマートフォンやタブレット端末の普及、インター

ネットの高速化により、市民生活や企業活動において様々なサービスや情報提供のオンライ

ン化が進み、誰もがデジタル化のメリットを享受できる環境が整いつつあります。

人口減少の進行や超高齢化社会の到来を受けて、地域課題が一層多様化していることや、

感染症対策としての非接触・非対面を積極的に取り入れた新しい生活様式への対応が求めら

れていることから、デジタル技術を積極的に活用した産業振興や市民サービスの向上を図る

必要があります。

国のデジタル庁の新設を受けて、行政のデジタル化が本格化するにあたり、これまで整備

してきた防災行政無線等の適正な運用とともに、市民誰もが高度情報通信ネットワークを通

じて流通する膨大な情報を適正で効果的に活用できるよう環境整備に取り組むことが求めら

れています。

デジタル化の活用により高い利便性が得られる一方、消費生活やコミュニケーションの在

り方が変化することにより様々なトラブルに巻き込まれるリスクも増大していることから、

その危険性やモラルの普及啓発を同時に進めていく必要があります。

(２) その対策

これまで整備してきた防災行政無線施設の有効活用を図り、デジタル化への対応について

は、市民の日常生活の利便性向上を図るため、行政手続きのオンライン化やマイナンバーカ

ードの普及を図ります。また、公共施設や観光施設に Wi-Fi 環境を整備し市民や来訪者の利

便性向上を図ります。

その他、防災（緊急情報）、学校教育や社会教育、医療・福祉分野に情報通信技術を積極

的に活用し、市民の利便性向上を図ります。

●目標

施設の整備に係る目標については、つがる市公共施設等総合管理計画との整合を図り、長

寿命化や集約化を行うものとします。

項目 実績値 目標値 根拠資料等

公共施設の Wi-Fi 設置率
10％

（R7 年度）

30％

（R12 年度）
デジタル推進課調べ
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（３） 事業計画(令和３年度～７年度)

（４） 公共施設等総合管理計画との整合

つがる市公共施設等管理計画において、「行政系施設は、市政運営の拠点施設であり、災害時に

おける重要施設であるため、今後も計画的な保全により長寿命化を図ります。また、施設の老朽

化や利用状況、市民のニーズに配慮し、適正な規模・配置、多機能化についても検討します。」と

しています。本計画においても同様の方針としており、整合性が図られています。

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

地域における情

報化

(1)電機通信施設等情報化

のための施設

通信用鉄塔施設

テレビ放送中継施設

有線テレビジョン放送施設

告知放送施設

防災行政用無線施設

テレビジョン放送等難視聴解

消のための施設

ブロードバンド施設

その他の情報化の施設

その他

(2)過疎地域持続的

発展特別事業

情報化

デジタル技術活用

基金積立

(3)その他
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保

(１) 現況と問題点

①道路

◆市道

本市では、市域の南部地区を東西に走る一般国道 101 号、東部地区を南北に走る主要

地方道五所川原車力線、西部地区を南北に走る主要地方道鰺ヶ沢蟹田線及び弘前市に連

絡する主要地方道弘前柏線が主要幹線道路としての役割をなし、これらを補完する一般

県道、広域農道とともに地域の主要ネットワークが形成され、市民生活や経済産業の基

盤となっています。今後も主要幹線道路については市民生活や産業活動を支える重要な

役割を担っており、広域交流の推進や五所川原定住自立圏域の一体感の醸成、広範な市

域に点在する主要公共施設や観光施設などの有効利用を図るうえからも、更なる整備が

求められています。

また、平成 26 年には津軽自動車道のつがる柏インターチェンジが供用開始となり、本

市を含めた以西の西北五地域と青森市及び弘前市への交通の利便性が向上しました。今

後は、救急医療施設へのアクセス向上と物流効率化による地域産業の活性化に資するた

め、つがる柏インターチェンジ以西の早期開通が期待されています。

市民生活に最も密着した生活基盤である市道については、主要ネットワークを補完す

る路線を中心に早期改良や維持補修を進めていますが、地区を結ぶ道路や地区内道路に

おいて未改良部分も相当数あり、その整備が強く求められています。

さらに、老朽化した除雪機械の更新や、防雪柵の設置等の整備など除雪体制の充実と

防雪対策により冬期間においても安全・安心に道路を通行することができるまちを目指

す必要があります。

表５－①市道の整備状況

（単位：メートル、令和６年３月 31 日現在）

（資料：市土木課調べ）

②交通

本市では、一般国道 101 号に並行して市域の南部地区を東西に走る鉄道(ＪＲ五能線)

が市民の移動手段の一翼を担っていますが、市域を移動するための主たる公共交通機関

区分 路線数 実延長 舗装延長 舗装率 改良延長 改良率

1級 72 92,265 92,218 99.95% 91,197 98.84%

2級 73 99,807 81,081 81.24% 88,208 88.38%

その他 864 375,902 264,916 70.47% 292,821 77.90%

合計 1,009 567,973 438,214 77.15% 472,226 83.14%
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は路線バス等であり、学生や高齢者の日常生活の移動手段としては欠くことのできない

ものとなっています。

バス路線については、５路線(五所川原～出来島線、五所川原～豊川線、五所川原～鰺

ヶ沢線（木造経由）、五所川原～市浦庁舎線、広田団地線)が運行されています。自家用

自動車の利用増、人口減少の進行による利用者の減少に伴い、バス事業者の自己努力に

よる路線維持が困難な状況となり、赤字路線に対する補助制度を活用して路線維持に努

めています。

なお、平成 30 年９月末に廃止された４路線（五所川原～南広森線、五所川原～稲垣線、

五所川原～下繁田線、五所川原～鶴田線）の代替路線として３路線（吹原線、柏線、下

繁田再賀線）を地域内交通として運行を行っています。

市の取組として、通院や買物等の高齢者の日常生活における外出支援等の目的からタ

クシー利用の助成等移動支援を行っています。官民の共創や自動運転等交通 DX を組み合

わせ、地域の実情に応じた地域交通の再構築が求められています。

今後とも、高校生や高齢者など公共交通機関に頼らざるを得ない市民の交通手段を確

保するため、利用者ニーズに合わせたダイヤ・路線の設定など利便性の向上、利用者増

加策を講じていく必要があります。

(２) その対策

①道路

・主要幹線道路の整備については、近隣市町村との交流や地域連携を促進するため、

国道 101 号線や主要地方道などの整備促進を国や県に働きかけるとともに、主要ネ

ットワークを補完する市道についても早期改良及び維持を計画的に推進します。

・市民が日常的に利用する生活道路については、すべての人が安全・安心に道路を通

行できるよう、改良・舗装等を行い、歩道のバリアフリー化や歩車道の分離などを

推進します。特に、通学路に指定されている箇所については、カーブミラーやガー

ドレールなどの交通安全施設の整備も含め優先的に実施します。

・経年劣化により老朽化が著しい橋梁については、つがる市橋梁長寿命化修繕計画に

基づいた効率的で安全な整備に努めます。

・冬期間の移動手段確保のため、防雪柵の適正な維持管理及び設置、未整備地区への

新規整備を推進しつつ、計画的に道路維持車両や除雪機械、施設等を整備します。

●施設の目標

項目 基準値 目標 根拠資料

防雪柵の設置道路延長
44,567.9ｍ

(R7 年度)

45,000ｍ

(R12 年度)
土木課調べ

市道の舗装率
77.5％

(R7 年度)

78.0％

(R12 年度)
土木課調べ
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②交通

・日常生活を支える交通手段の確保に向け、公共交通計画を策定するなど多様な主体

による公共交通システムの構築を図ります。

・福祉有償輸送事業への経済的支援を行うなど障害者等への移動手段の提供に努めま

す。

・スマートフォンアプリや自動運転車両の導入等、デジタル技術の活用による交通課

題の解決に取り組み、自家用有償運送など多様な手法の導入について検討します。

・路線バス及び地域内交通については、利用者ニーズに対応した運行路線やダイヤの

設定を行うことで、市民の生活に役立つ公共交通サービスの提供を図り、市内全域

の距離感の縮小と一体感の醸成を促進していきます。また、公共交通の路線の維持

及び環境負荷の軽減等の視点から公共交通機関の利用を促進します。

・通学、通院、買い物等、日常生活に欠かすことのできない交通手段の確保のため、

バス事業者やタクシー事業者のみならず、多様な主体と連携した移動手段のネット

ワーク構築に向けた検討を行います。

・福祉事業に協力する地元タクシー事業者への経済支援を行います。

●目標

施設の整備に係る目標については、公共施設等総合管理計画との整合を図り、長寿命化や

集約化を行うものとします。

（３） 事業計画（令和８年度～１２年度）

項目 基準値 目標 根拠資料

地域内交通利用者数
1,412 人

(R6 年度)

現状より増加

(R12 年)
地域創生課調べ

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

交通施設の整備、

交通手段の確保

(1)市町村道

道路 福原木造線ほか舗装補修工事 つがる市

丸山蓮花田線防雪柵新設事業 つがる市

広須6号線道路改良事業 つがる市

柴田里見線ほか道路改良事業 つがる市

川端通り線舗装補修事業 つがる市

館岡平滝沼公園線舗装補修事業 つがる市

橋りょう 橋梁長寿命化事業 つがる市

入間橋大規模改修事業 つがる市

その他

(2)農道

(3)林道

(4)漁港関連道

(5)鉄道施設等

鉄道施設
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鉄道車両

軌道施設

軌道車両

その他

(6)自動車等

自動車

雪上車

(7)渡船施設

渡船

係留施設

(8)道路整備機械等 車力防雪センター改修事業 つがる市

(9)過疎地域持続的

発展特別事業

公共交通 デマンド型乗合タクシー運行事業

①事業の必要性

路線そのものの廃止が進んでいるバス路線に

代わり、市内のタクシー会社と連携した乗合タク

シー事業を実施、地域住民の移動手段の確保、維

持を目指す。

②具体的な事業内容

バス路線がすでに廃止となった路線について、

乗合タクシーを運行する。市内タクシー事業者３

者と運行に係る委託契約を締結、現在でも市内を

運行している幹線路線バスへの接続を基準とし

た時刻表、乗降地点を設定、事前予約により利用

可能なデマンド型乗合タクシーを運行する。

利用者は全日の夕方までに各路線担当のタクシ

ー会社まで利用時間、乗降場所を伝える。料金は

通常のタクシー料金もより抑えつつ、タクシー事

業者へは赤字運行とならないよう１回の運行に

つき定額の料金を市が負担する。

③見込まれる事業効果

沿線住民の移動手段の確保、交通空白地帯拡大

の抑制につながることから、将来にわたり過疎地

域の持続的発展に資する事業である。

高齢者タクシー利用助成事業

①事業の必要性

高齢者が外出する際に利用するタクシー運賃

の一部を助成することにより、通院や買物等の高

齢者の日常生活における外出を支援するととも

に社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目

的とする。

②具体的な事業内容

本市の住民基本台帳に記録されている者で、事

業の実施年度の初日において満 75 歳以上の者か

らの申請により、タクシーの普通車初乗り運賃相

当額助成券を交付する。助成券は 1 人につき年間

48 枚を上限に交付する。

③見込まれる事業効果

高齢者の日常生活における外出支援を促進す

ることにより、社会参加の促進を図り、コロナウ

イルスの流行や運転手不足により厳しい状況に

ある市内タクシー事業者に対し、利用率向上によ

る間接的な経済支援を行うことにより、将来にわ

たり過疎地域の持続的発展に資する事業である。

つがる市

つがる市
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（４） 公共施設等総合管理計画との整合

つがる市公共施設等総合管理計画において、道路・橋りょうについては、「道路は、修繕箇

所の早期発見・補修等に努め、長寿命化、予防保全型の維持管理を実施し、ライフサイクル

コストの最小化に努めます。橋梁は、「つがる市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、定期的に

点検を実施し、効率的な維持管理を行っていきます。」としています。本計画においても同様

の方針としており、整合性が図られています。

交通施設維持

その他

基金積立

(10)その他
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６ 生活環境の整備

(１) 現況と問題点

①水道施設

本市の上水道は、津軽広域水道企業団西北事業部により供給が行われてきました。こ

れまで岩木川、近隣の中小河川や地下水を水源にしていましたが、近年の河川の水質悪

化、地下水の揚水量不足や浄水場の老朽化などを受けて、令和３年７月から、水源を浅

瀬石川ダムとする同津軽事業部（黒石市）からの受水を開始しました。これに併せて水

道未普及地域の水道管整備を実施しており、普及率については今後上昇が見込まれます。

引き続き、老朽化している管路の計画的な更新及び耐震化に努め、すべての市民に対し

て良質な水を供給し続けることが求められています。

②下水処理施設

下水道については、令和元年度末の水洗化率が 64.0％となっており、快適な生活環境

と水質保全のために、引き続き公共下水道事業をはじめ地域の実情に応じた汚水処理事

業を実施して水洗化率の向上を図ることが必要です。

快適とやすらぎのある生活環境の創出のためにも、今後とも公共下水道・農業集落排

水・合併浄化槽などの汚水処理方法については、地域の実情に即した処理方法を検討の

上、計画的に整備していくことが求められています。

③廃棄物等処理施設

本市のごみ処理については、可燃ごみを本市、五所川原市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田

町及び中泊町の２市４町で構成される西部クリーンセンターにおいて共同処理している

ほか、不燃ごみについては、本市の一般廃棄物最終処分場に埋立処分しています。また、

し尿処理については、一般家庭等の合併浄化槽から発生するし尿、汚泥はつがる西北五

広域連合の中央クリーンセンターで共同処理しています。

地球温暖化防止対策が講じられている中、今後、更なる循環型社会の形成が求められ

ていることから、リサイクルの推進やごみの減量化などの３Ｒ（リデュース、リユース、

リサイクル）活動など、市民や事業者、行政が連携した対策が必要です。

④火葬場

火葬場については、つがる市斎場とつがる市車力斎場があります。つがる市斎場は平

成 19 年に完成・供用開始された施設であり、衛生や環境保護等においても優れた施設と

なっていますが、火葬需要の増加に伴い多様化する斎場ニーズに的確に対応していく必

要があります。車力斎場については昭和 61 年に建設された施設で、老朽化が著しく維持

補修費が増加しています。今後も火葬需要の増加が見込まれていることから、適切な時

期に改修を行い機能維持に努めることが必要です。



- 43 -

⑤消防・防災施設

◆消防体制の充実

市民が安全安心に暮らせる地域社会の形成には、消防防災体制の充実が必要不可欠で

あり、市民の生命及び財産を守るために、消防力の強化を図ってきました。

しかし、本市の人口減少の状況やつがる西北五圏域の救急医療体制の見直しなど、消

防を取り巻く様々な状況が変化していることを受けて、将来に向けて持続可能な消防体

制を構築するために令和２年９月に消防体制を再編しました。

これにより、消防体制１消防署、３分署、１分遣所（つがる市消防署、森田分署、稲

垣分署、車力分署、柏分遣所）から２消防署、１分遣所（つがる市消防署、北消防署、

稲垣分遣所）の体制に移行しました。再編により、運用の面では、車両や装備などの適

正化、費用の抑制などが期待されています。また、限られた人員、施設や設備で広範な

市域をカバーするために、消防本部が一元的に通報から出動指令、情報共有による出動

部隊の支援までを行う「高機能消防指令システム」を導入し、迅速・的確な消防・防災

活動に努めているところです。現在、人口規模に見合った消防防災体制や救急体制が整

いつつあるものの、近年ますます激甚化が見られる自然災害に備えるためにも、引き続

き消防・防災活動及び救急に必要な施設や設備等を計画的に整備していく必要がありま

す。

また、本市は市域が広範にわたるため、迅速な消防・防災活動を維持していくために

は市内各地域の集落単位で組織されている消防団（分団）の役割が重要になっています。

非常備消防については、施設や車両の老朽化に加え、近年の人口減少を受けて団員の

高齢化や人員不足が懸念されていることから、団員の確保や組織の再編などを検討しつ

つ、非常備消防の機能を十分に発揮できるように、各地区のコミュニティ消防センター、

消防屯所や消防団車両などの計画的な整備が求められています。

◆防災体制の充実

近年の地球温暖化に伴う気候変動の影響により、全国各地で豪雨による水害や土砂災

害等、大規模な災害が発生しており、激甚化する自然災害は市民生活に不安を与え、災

害発生時には大きな混乱をもたらしています。東日本大震災の教訓から大規模広域災害

が発生した際には、ライフラインの途絶や行政機能の低下など、支援が行き届かないこ

とが考えられます。

また、人口減少の進行や超高齢化社会の到来の中で災害に強いまちづくりを推進する

ためには、市民の防災意識の高揚を図りつつ、関係機関・団体等による連携・協力のも

と、平時からの備えと災害発生時の迅速かつ適切な行動をとることができる体制の強化

を図ることが重要です。このため、「つがる市地域防災計画」「西つがる国土強靭化計

画」に基づき、非常時における拠点の整備、避難路及び避難場所の確保や要援護者への

支援、建物の耐震化などの事業を着実に実施するとともに、自主防災組織の組織づくり

に対する支援を行うことが求められます。



- 44 -

⑥公営住宅

公営住宅については、基礎的な定住基盤としての更なる整備が必要であり、今後も過

疎対策の重点施策として取り組んでいくことが求められています。

核家族化の進行に伴い高齢者のみの世帯も増加していることから、高齢者や障害を持

つ人が安心して暮らせるようバリアフリー化に対応した住宅についても積極的に整備し

ていくとともに、買い物・通院・通学など、高齢者や子育て世代が暮らしやすい日常生

活に利便性の高い住宅地を供給していくことも必要です。

さらに、昭和 30～40 年代に建設された住宅では、耐用年数を超え老朽化が著しい状況

にあることから、入居者の合意形成を図りながら建て替えや集約を検討していくことが

求められています。

(２) その対策

①水道施設

・市民の快適な生活を支えるために、老朽管の早期の更新や基幹管路の耐震化などを

推進するとともに、給水需要に対応した施設等の更新と維持管理を実施し、安全で

良質な水の安定供給と健全な経営に努めます。

●目標

②下水処理施設

・快適で衛生的な生活環境と水質保全の観点から「つがる市汚水処理施設整備構想」

に基づき、地域の実情に合わせ、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、

農業集落排水事業、合併処理浄化槽による汚水処理施設の整備を進めるとともに、

効率的で透明性の高い健全な事業経営を行いながら加入促進の啓発活動を推進しま

す。

●目標

③廃棄物等処理施設

・資源循環型社会への取組を推進する上でも、ごみの排出抑制に向けて、事業者や一

般家庭等に対してごみを出さない工夫や再利用の推進、分別の徹底を働きかけます。

そのことにより、リサイクル率を向上させ、ごみ処理に要する経費の圧縮を図ると

ともに、一般廃棄物最終処分場や、西部クリーンセンターの焼却施設の整備、改修

を行います。なお、既存のごみ焼却施設は竣工から 38年経過しており、各種設備の

項目 基準値 目標 根拠資料

普及率
87.7％

(R７年３月末時点)

95.0％

(R12 年度)
水道企業団調べ

項目 基準値 目標 根拠資料

下水道加入率
76.81％

(R7 年度)

87.30%

(R12 年度)
下水道課調べ
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老朽化が進んでいることから、つがる西北五広域連合と連携し、新ごみ処理施設建

設、老朽化施設の解体を推進します。一般廃棄物最終処分場については、適正な維

持管理により施設の長寿命化を図っているが、令和 17 年度には埋立容量の限界に達

する見込みです。そのため、搬入停止に至る前に、新たな処分場の整備を推進しま

す。また、埋立処分が終了した最終処分場においては、処理施設の除去等が必要と

なり、運営に係る車両等の設備においても老朽化が著しいものは整備を推進します。

・環境維持や衛生管理のために必要不可欠な設備整備として、市民から要望の寄せら

れている老朽化の進行したごみ集積箱の整備を行います。

・し尿処理施設においては、本市、五所川原市、鶴田町及び中泊町の２市２町で構成

される中央クリーンセンターにおいて共同処理しており、平成 13 年度に竣工され

25 年目迎えることから基幹的設備等の改良、整備等を推進します。

・豊かな自然や景観を次世代へ継承するために、市民、事業者等と協働し、環境美化

活動を推進するほか、違法な野外焼却や不法投棄等の未然防止と早期発見のために

監視、指導体制の強化を図り環境保護に努めます。

●目標

④火葬場

・火葬場については、引き続き、人生の終焉の場にふさわしい施設づくりを目指し、

市民の火葬需要に応えていく必要があります。よって、適切かつ計画的な施設の維

持管理を実施し施設の長寿命化を図るとともに、効果的・効率的な施設運営や施設

整備による最適化を図ります。

⑤消防・防災施設

◆消防体制の充実

・今後とも市民の生命と財産の安全を確保するため、常備消防における消防・救急車

両、防災対応車両、水難救助艇、通信機器等の適期更新や充実を図ることで、消防

防災体制の充実・強化に努めます。また、救急救命士の養成を進め、広域医療機関

との協力体制の充実を図ります。

・非常備消防については、各地区の消防団（分団）の育成・強化を図るほか、迅速な

消火活動が行えるように、地区の防災拠点となるコミュニティ消防センターや消防

屯所の整備を進めるとともに、消火栓や防火水槽などの消防施設の整備を進めます。

・発災時の迅速な消防・防災活動の実現に向け、非常備消防団の団員の確保及び組織

の再編を進めます。

項目 基準値 目標 根拠資料

一般廃棄物排出量(1人 1日あたり)
843ｇ

(R5 年度)

839ｇ

(R12 年度)

青森県 HP、つがる市ごみ処

理基本計画書

一般廃棄物リサイクル率
15.4％

(R5 年度)

17％

(R12 年度)

青森県 HP、つがる市ごみ処

理基本計画書
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◆防災体制の充実

・防災意識の高揚と平時からの備えの促進を図るため、防災訓練や防災教室等の実施

により、防災、減災に向けた準備の促進と知識の普及に努めます。またハザードマ

ップや市防災計画などにより、市民に対し災害時の備えに対する意識啓発を行いま

す。

・加えて、地域や近隣の人々が互いに協力し合いながら、地域での防災力を高めるた

めの自主防災組織づくりを支援します。

・防災基盤の整備を図るため、防災行政無線施設の計画的な整備を推進し、災害発生

時の市民への情報伝達体制を強化します。

・市民が安全に避難することができる避難場所や避難路を確保・整備するとともに、

公共施設等の耐震化など災害に強いインフラ整備を推進します。

・地域防災計画の全庁的な共有・理解を図り、庁内の危機管理体制を強化します。

・消防・防災拠点（２消防署・１分遣所）の機能を十分に発揮するために、庁舎設備

や車両の適正な維持管理に努めます。

●目標

⑥公営住宅

・本市は、隣接する五所川原市のベッドタウン的要素を併せ持っており、地価も比較

的安価なことから、今後も立地条件を活かした定住促進策の一環として、「青森県

地域住宅等計画」及び「つがる市公営住宅等長寿命化計画」により住宅需要を見極

めながら、計画的に事業を進めていきます。

・高齢者や障害者に対応したバリアフリー化やユニバーサルデザインを取り入れた住

宅の整備を進めるとともに、初期に建設され老朽化が進んでいる住宅についても居

住環境の快適性を確保するため、建替えを含む改修工事を行い、入居者の生活の質

の向上を図ります。

●目標

施設の整備に係る目標については、「つがる市公共施設等総合管理計画」との整合を図り、

長寿命化や集約化を行うものとします。

項目 基準値 目標 根拠資料

地域による防災訓練開催回数（年）
1 件

（R7 年度）

現状より増加

(R12 年)
防災危機管理課調べ

自主防災組織加入団体数
29 団体

(R6 年度)

現状より増加

(R12 年度)
防災危機管理課調べ

項目 基準値 目標 根拠資料

魅力ある住環境・公園等の確保が行

われていると思う人の割合

22.2％

(R6 年)

現状より増加

(R12 年)

つがる市総合計画策定のた

めのアンケート調査
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（３） 事業計画(令和８年度～１２年度)

（４） 公共施設等総合管理計画との整合

「つがる市公共施設等総合管理計画」において、「行政系施設は市政運営の拠点施設であり、

災害時における重要施設であるため、今後も計画的な保全により長寿命化を図ります。また、

施設の老朽化や利用状況、市民のニーズに配慮し、適正な規模・配置、多機能化についても

検討します。」としています。

「公営住宅は、「つがる市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、公営住宅の需要を踏まえ、

適切な長寿命化、維持管理、建替え、用途廃止等を実施します。」としています。

「公園施設は、重要性や利用状況など、各施設の特徴を踏まえ、適正な維持管理のもと、

安全性の向上に努め、効率的な施設管理を進めていきます。」としています。

「供給処理施設は、重要性や利用状況など、適正な維持管理のもと、計画的な保全により

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

生活環境の整備 (1)水道施設

上水道

簡易水道

その他

(2)下水処理施設

公共下水道

農村集落排水施設

地域し尿処理施設

その他 つがる市浄化槽設置整備事業 つがる市

(3)廃棄物処理施設

ごみ処理施設 ごみ処理施設整備事業 つがる西

北五広域

連合

一般廃棄物最終処分場廃止事業 つがる市

一般廃棄物処分場車両購入事業 つがる市

一般廃棄物最終処分場改修事業 つがる市

し尿処理施設 基幹的整備改良事業 つがる西

北五広域

連合

その他 ごみ集積箱購入事業 つがる市

(4)火葬場 斎場改修事業 つがる市

(5)消防施設 水槽付消防ポンプ車購入事業 つがる市

高規格救急車購入事業

消火栓更新事業

水難救助艇購入事業

防火水槽整備事業

つがる市

つがる市

つがる市

つがる市

(6)公営住宅

(7)過疎地域持続的

発展特別事業

生活

環境

防災・防犯

その他

基金積立

(8)その他
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長寿命化を図ります。また、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を前提とし、適正な規模・

配置を検討します。」としています。

「下水道施設等は、今後も計画的な保全により長寿命化を図り維持管理を進めます。」とし、

また、「今後も汚水処理整備構想に基づき、事業を推進するとともに、設備の重要度や劣化状

況に応じて、予防保全型の維持管理を実施し、ライフサイクルコストの最小化に努めます。」

としています。

「その他施設は、適正な維持管理を行い、長寿命化に努めます。」としています。

本計画においても同様の方針としており、これに基づき必要な事業を実施していくことか

ら整合性が図られています。
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

(１) 現況と問題点

①子育て支援

近年、核家族化が進み、地域のつながりの希薄化、共働き家庭の増加等、子育て世代

を取り巻く環境の変化によって、子育てに対する負担や不安、孤立感が高まっており、

子育てを社会全体で支援していくことが求められています。

本市では「子ども・子育て関連３法」の趣旨を踏まえ、平成 27 年３月に「(第１期)

子ども・子育て支援事業計画」を策定し、様々な子育て支援の取組を行ってきました。

全国的に少子化が進行する中、国においては待機児童の解消や、幼児教育・保育の無

償化等、子育て支援対策を加速させており、県、市町村においても、地域社会と一体と

なった更なる子育て支援に取り組むことが求められています。

このような流れを踏まえて、令和６年度に「第３期つがる市子ども・子育て支援事業

計画」を策定し、更なる子育て環境の向上に向けて各種事業を展開しているところです。

計画では、「子ども・親・地域が手をつなぎ笑顔をはぐくむ幸せいっぱいつがるっ子」

を基本理念に、すべての子どもの幸せ、保護者の成長を支援、地域全体での子育ての視

点に基づき、幼児期の教育・保育施設、子ども・子育て支援施策、そして専門性の高い

支援を基本目標に掲げ基本施策を推進しています。

幼児期の教育・保育施設の充実に関して、未就学児童保護者対象のアンケート調査で

は、「主要な教育・保育事業の定期的な利用希望日」として０歳児の保護者は、１歳児

の保護者よりも「認定こども園」の平日の利用希望が多くなっています。今後も利用ニ

ーズの状況を注視し、意向に対応した保育サービス量の確保が必要です。

子ども・子育て支援施策に関しては、未就学児童保護者対象のアンケート調査では「地

域の子育て支援事業の利用意向」として、０歳児の保護者は「母親(父親)学級、両親学

級、育児学級」「保健センターの情報・相談事業」「家庭教育に関する学級・講座」「教

育相談センター・教育相談室」「子育てサロン」のいずれも「現在の利用日数を増やし

たい」とする意向が１歳児の保護者よりも多くなっています。今後も各事業の利用ニー

ズの状況を注視し、意向に対応したサービス量を確保することが必要です。

専門性の高い支援に関しては、令和６年度にこども家庭センターを設置しました。妊

産婦及び乳幼児の健康の保持・増進に関する包括的な支援及び全ての子どもと家庭個々

の状況に応じた支援を切れ目なく実施する拠点として、その認知度を高めていく必要が

あります。
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表７－①（１）出生数の推移

（単位：人）

※出生数は各年 1 月 1日から 12月 31 日までの累計値 資料：青森県人口動態統計

表７－①（２）出生率の推移

（単位：人）

※出生率とは、当該年における「出生数／総人口」に 1,000 をかけたものである。（人口千対） 資料：青森県保健統計年報

②高齢者福祉

高齢化が進み、生涯現役がうたわれる現在、国の将来予測によると、令和７（2025）

年には団塊の世代が 75歳以上、更に令和 22（2040）年に団塊ジュニアが 65 歳以上にな

り、高齢者人口の増加に加え、介護が必要となるリスクの高い 85 歳以上の高齢者の増加

が予想されています。

このような中、本市の高齢化率は、38.8％（令和 2年）と国の 29.3％、青森県の 35.9％

（令和 6年）を上回っており、今後も更なる高齢化が進むことが見込まれています。ま

た、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者をはじめとして地域全

体で支え合いが必要な高齢者が増えています。

本市では「ともに支え合いながら住み慣れたつがる市でいつまでも幸せに」を基本理

念とする「つがる市老人福祉計画・第９期介護保険事業計画」を令和６年３月に策定し

平成 12 年 平成 17年 平成 22 年 平成 27年 令和元年 令和６年

青森県 12,920 10,524 9,711 8,621 7,170 5,137

つがる市 ― 249 207 180 136 96

旧木造町 128 ― ― ― ― ―

旧森田村 38 ― ― ― ― ―

旧柏村 56 ― ― ― ― ―

旧稲垣村 27 ― ― ― ― ―

旧車力村 45 ― ― ― ― ―

平成 12年 平成 17 年 平成 22年 平成 27年 令和元年 令和６年

青森県 8.8 7.3 7.1 6.6 5.8 4.4

つがる市 ― 6.2 5.6 5.4 4.4 3.3

旧木造町 6.4 ― ― ― ― ―

旧森田村 7.4 ― ― ― ― ―

旧柏村 10.9 ― ― ― ― ―

旧稲垣村 5.3 ― ― ― ― ―

旧車力村 7.6 ― ― ― ― ―
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各施策に取り組んでいます。

このような中、市内にある医療・介護（予防）・生活支援サービスや地域住民による

活動を含めた地域資源の連携に取り組むことで、地域包括ケアシステムの構築を図ると

ともに、高齢者だけでなく障害者・子どもなどすべての人々が暮らしと生きがいを地域

とともに創っていく社会（地域共生社会）の実現が重要な課題となっています。

表７－②（１）全国・青森県・市の平均寿命

（単位：年）

資料：厚生労働省「平成 27 年及び令和 2年市区町村別生命表」

③障害者支援

本市では、障害者基本法に基づき障害保健福祉施策全般を総合的かつ計画的に推進す

る基本計画として「つがる市第４次障害者計画」（令和６年度～令和 11 年度）を策定し、

また、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に関する見込み量とその方策を定

める実施計画として、令和６年３月に策定した「つがる市第７期障害福祉計画」及び「第

３期障害児福祉計画」に基づき、各施策を展開しているところです。

施策推進にあたっては、近年の国や県の社会福祉動向でも「地域共生社会」の実現が

掲げられていることから、本市でも、障害のある、なしに関わらず、住み慣れたつがる

市においてともに暮らしていけるまちづくりを目指し、「わかりあい 支えあい とも

につながる 共生のまち」を基本理念に掲げています。

その実現に向けて、多くの交流活動を通じて障害者に対する理解促進に努め、心のバ

リアフリー化及び生活空間のバリアフリー化を推進し、地域の人々すべてが、一人一人

の個性や違いを尊重し合う、ともに支えるまちづくりが求められています。

また、障害のある人の悩みや要望などを聞きながらニーズを的確に把握し、サービス

提供主体の確保及び質の向上を進めつつ、生涯を通じて一貫したきめ細やかな支援がで

きるように、関係機関及び関係分野の総合的な連携のもとで相談支援体制の充実及び権

利擁護の推進に努めることが必要です。

さらには、共生社会の実現に向け、障害者基本計画と足並みを揃え、生活支援を続け

るとともに障害者に対する偏見や差別をなくすための取組や虐待の防止、安全に暮らせ

る生活環境の整備が求められています。

男性 女性

2015 年 2020 年 延び 2015 年 2020 年 延び

全国 80.8 81.5 0.7 全国 87.0 87.6 0.6

青森県 78.7 79.3 0.6 青森県 86.0 86.3 0.3

つがる市 78.1 79.6 1.5 つがる市 86.1 87.1 1.0
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④保健・健康づくり

近年、高齢化の進行や医学の進歩、生活水準の向上により疾病構造が変化し、かつて

多かった結核などの感染症から、がん・心疾患・脳血管疾患等の生活習慣に起因する生

活習慣病が死因の多くを占めるようになっています。

本市の保健事業としては、特定健康診査、がん検診及び乳幼児健診等の各種健診事業、

生活習慣改善事業を展開しており、引き続き生活習慣病予防のために乳幼児期からの積

極的な保健活動を推進していく必要があります。

今後は、これらの保健事業の充実・強化を図りながら、市民一人一人が豊かな生涯を

送るための健康づくりを支援していくとともに、高齢化の進行に伴い増大する医療費の

抑制や健康寿命の延伸といった観点から、健康に関する各種講座の開催や生涯スポーツ

等幅広い取組により、健康寿命の延伸に向け、一次予防～三次予防まで各段階の適切な

予防保健を推進していく必要があります。

(２) その対策

①子育て支援

◆幼児期の教育・保育施設の確保

・必要とされる教育・保育ニーズを適正に見込み、必要な施設の確保及び整備に努め

ます。また、産休・産休後の教育・保育施設の円滑利用を確保します。

・教育・保育の一体的提供の推進に向けて、管内の民間保育所の認定こども園への移

行を促進します。また、幼児の発達の連続性を踏まえ、認定こども園、保育所、小

学校の連携強化を図るとともに、教育・保育施設等を利用しない家庭も含めたすべ

ての子どもの成長・発達の支援に向け、地域子育て支援センターや母子保健活動等

と認定こども園、保育所、小学校等との連携した取組を促進します。

・子どもの年齢に応じたきめ細やかな教育・保育に向けて、また、障害児など特別な

配慮を必要とする子どもが安全・安心して教育・保育等を利用できるよう、職員配

置の充実や職員研修の充実を図り、サービスの質の向上に努めます。

◆子ども・子育て支援の充実

・一時預かり事業、延長保育事業、放課後児童クラブ事業など地域の子ども・子育て

支援事業の充実を図ります。また、地域ぐるみの子育て支援の推進を図るため、相

談体制・情報提供の充実や、子育て支援のネットワークづくりに努めます。さらに

は子ども医療費助成、保育料・放課後児童クラブの補助や就学援助・奨学金等によ

り経済的負担の軽減に努めるとともに、仕事と生活の実現に向けて、男性も女性も

子育てしながら働きやすい職場環境の整備を促進します。

◆専門性の高い支援の充実

・虐待の発生予防、早期発見・早期対応の推進や関連機関との連携を強化するなど児

童虐待防止対策に努めます。また、ひとり親家庭の自立支援を推進するため、子育

て生活支援の充実や国や県や関係機関が実施する各種制度・相談窓口の周知を図り

ます。障害児支援の充実を図るため、早期発見及び早期療育の推進、教育・保育、
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障害福祉サービス等の提供に努めます。加えて、子どもの貧困対策の推進を図りま

す。

●目標

②高齢者福祉

◆生きがいづくり・介護予防の推進

・高齢者が地域で生き生きと充実した生活を送ることができるように、就業支援や趣

味講座の実施による生きがいづくり、健康の維持確保、介護予防、質の高い在宅生

活の支援を行います。そのため、福祉サービスにおける質の向上や、介護予防・自

立支援などを積極的に推進します。また、高齢者の生きがいづくり・介護予防の推

進拠点となる高齢者福祉関連施設の整備充実に努めます。

◆地域包括ケアシステムの推進

・「可能な限り住みなれた地域や自宅で生活し続け、人生最期のときまで自分らしく

生きたい」と望む高齢者の方が医療や介護など必要なサービスを受けながら、在宅

で自立した生活を続けられるように、地域ぐるみで支える「地域包括ケアシステム」

の推進を図ります。その推進に向けて、行政、地域包括支援センターを中心に、在

宅介護サービスの提供体制を確保するとともに、保健や福祉サービスによる予防や

生活支援の充実、在宅医療や介護連携の推進を図ります。

・地域包括ケアシステムを支える担い手確保に向けて、関連する法人（ＮＰＯ）や団

体、民間の事業者、ボランティアや地域住民の人材育成に努めます。

・安心して地域生活ができる基盤整備として、高齢者にとって住みやすい居住空間整

備に努めるとともに、誰もが利用しやすい施設の整備を推進します。

・高齢者一人ひとりの状況に対応した支援を行うため、ケアマネジメントの質の向上

及び相談体制の強化を図ります。

◆認知症施策の総合的な推進

・認知症は誰もがなりうることから、認知症の人やその家族が地域で自分らしく暮ら

し続けることが出来るように、社会全体に認知症の理解を深める取組を推進します。

・地域共生社会の実現を目指すためにも、認知症の人のみならずその家族の視点も重

視しながら、すべての人に優しい地域づくりを推進します。

・認知症サポーター養成講座を開催し、講座修了者を対象にフォローアップを行うな

ど、活動の活性化を推進します。

・認知症ケアパスの作成や、サポート体制の構築により、認知症初期段階における集

中的な支援を推進します。

項目 基準値 目標 根拠資料

結婚、出産、子育てへの切れ目のな

い支援が行われていると感じる人

の割合

49.31％

(R7 年)

現状より増加

(R12 年)

総合計画策定に係るアンケ

ート調査
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◆高齢者の権利擁護

・高齢者の尊厳を守り、安心して日常生活が送れるよう、高齢者への虐待を未然に防

ぐとともに、発生時における早期発見への体制づくりを進めます。また、認知症等

により、判断能力が低下しても、自分にふさわしい制度やサービスを選択し、利用

契約を締結したり、財産の適切な管理ができるよう、成年後見制度の利用促進に向

けて、中核機関を中心とした地域連携ネットワークを構築します。

・西北五圏域権利擁護センターを中心に、成年後見制度の利用促進及び権利擁護支援

体制の充実を図ります。

◆介護保険サービスの質の向上と担い手確保の推進

・介護保険サービス利用者が自らの選択により、必要に応じた適切なサービスを十分

に受けられるように、多様な事業者の参入を促進し、事業者の公正な競争によって、

サービスの質の向上が図られるよう推進していきます。

・在宅ケアを推進する観点から、高齢者が介護を必要とする状態になっても、可能な

限り住み慣れた地域や家庭で自立した生活を送ることができるよう、地域密着型サ

ービスなど、誰もがサービスを利用できる体制を強化し基盤整備を推進します。

・持続可能な介護保険制度の運営に向けて、介護給付の適正化にも取り組みます。

さらに、介護現場における人材不足等の課題に対し、作業負担の軽減や効率化に向

けた施策も促進します。

・地域福祉の関係団体、ボランティアや地域住民が地域包括ケアシステムの担い手と

なることができるよう育成に努めます。

・在宅介護における家族等の負担軽減に向け、介護技術等の習得支援や経済的支援、

リフレッシュ機会の提供等を行います。

●目標

③障害者支援

◆障害特性に応じた福祉サービス等の充実

・障害者が安心して生活できる環境の確保に向け、生活・行動・療養等段階に応じた

支援を充実させ、障害者福祉に関する各種サービス・制度について周知し、相談支

援体制の充実を図ります。

・各種研修や事例検討、情報交換会を実施し、障害者支援に関わる従事者の専門性の

向上を図ります。

・精神障害者を適切に支援できる専門的な人材の確保に努め、相談支援事業所、医療

機関サービス事業者、保健師の連携を強化します。

項目 基準値 目標 根拠資料

要支援・要介護認定者数
2,315 人

(R7 年)

2,300 人

(R12 年)
介護課調べ

要支援・要介護認定率
19.6%

(R7 年)

19.5％

(R12 年)
介護課調べ
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◆障害児支援の充実

・保育所や幼稚園における障害児の受入れ体制を整備し、小・中学校においては障害

児一人ひとりの可能性を最大限伸ばすことのできる教育環境づくりに努めます。

・発達障害については、早期発見から就労支援まで、育ちと自立を切れ目なく支援す

る体制づくりを推進します。

・在宅介護における家族等の負担軽減に向け、介護技術等の習得支援や経済的支援、

リフレッシュ機会の提供等を推進します。

・障害のある子どもや、発達に支援を要する子どもが、乳児期から成人するまで、一

貫した支援を受けることができるよう、支援やサービス提供体制を構築します。充

実した支援やサービス提供体制により、障害児をもつ保護者の心身の健康維持や自

立した生活の維持を支援します。

◆障害者の課題に対応した地域共生社会実現に向けた取組

・地域生活への移行や福祉施設への入所、就労支援といった、様々な障害者の生活・

自立支援ニーズを満たすサービス提供体制の整備を進めます。公的なサービスの充

実だけでなく、地域資源の活用や地域内での支えあい意識の発展を促すなど、地域

共生社会を実現しうる地域福祉体制の構築を図ります。

◆雇用促進支援の充実

・事業所等と連携し協力を得ながら、障害の状況や意欲等に応じた就労の場の確保に

努め障害者の雇用促進を図り、事業者や関係団体等へ障害者雇用に関する情報提

供・啓発を行います。

●目標

④保健・健康づくり

・各種健診については、引き続き疾病の早期発見・早期治療の重要性について啓発し

ながら、一層の受診率向上に努めるとともに、疾病構造の変化に対応した検診の充

実やがん検診への助成、妊婦の健康の保持増進や経済的負担軽減に向けた妊婦健康

診査の充実や助成拡充に取り組むことで市民の健康増進を図ります。

・市民の健康づくり意識向上のため、保健協力員や体育協会などの地域活動組織との

連携の下、運動等による健康づくりに関する教育の充実と市民一人一人の健康状態

に配慮した健康支援事業により、個人のライフスタイルに対応した保健サービスの

提供に努めます。併せて、地域資源である温泉を活用した健康増進施設の整備を促

進し、自主的な健康づくりに取り組める環境を整備します。

項目 基準値 目標 根拠資料

就労移行支援
月 7人

(R4 年度)

現状より増加

(R12 年度)
つがる市障害福祉計画

就労継続支援 A 型
月 45 人

(R4 年度)

現状より増加

(R12 年度)
つがる市障害福祉計画

就労継続支援 B 型
月 137 人

(R4 年度)

現状より増加

(R12 年度)
つがる市障害福祉計画
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・予防保健の充実については、各種健(検)診について、インターネット予約による利

便性向上や未受診者への受診勧奨を強化し受診率向上を図るとともに、一人一人の

健康状態に合わせた保健指導の充実を図ります。

●目標

施設の整備に係る目標については、つがる市公共施設等総合管理計画との整合を図り、長

寿命化や集約化を行うものとします。

（３） 事業計画(令和８年度～１２年度)

項目 基準値 目標 根拠資料

働き盛り世代(40-50歳代男性)の死

亡率(人口 10万対)

374

(R5 年)

340

(R12 年)
青森県人口動態統計

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

子育て環境の確

保、高齢者等の保

健及び福祉の向

上及び増進

(1)児童福祉施設

保育所

児童館

障害児入所施設

(2)認定こども園 認定こども園等施設整備事業 つがる市

(3)高齢者福祉施設

高齢者生活福祉センター 森田保健福祉センター改修事業 つがる市

老人ホーム

老人福祉センター 柏老人福祉センター改修事業 つがる市

稲垣老人福祉センター改修事業 つがる市

その他 車力高齢者コミュニティセンター改修事業

安住の里改修事業

つがる市

つがる市

(4)介護老人保健施設

(5)障害者福祉施設

障害者支援施設

地域活動支援センター

福祉ホーム

その他

(6)母子福祉施設

(7)市町村保健センター及

びこども家庭センター

(8)過疎地域持続的

発展特別事業

児童福祉 児童クラブ保護者負担支援助成事業

①事業の必要性

人口減少、少子化に歯止めをかけるためには、安

心して子どもを生み育てる環境をつくり、若者世代

の定住促進を図る必要がある。

②具体的な事業内容

子育て世代の経済的負担を軽減するために、市内

の小学校に在学し、放課後児童クラブを利用する児

童に係る保護者負担金の助成を行う。

③見込まれる事業効果

子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して子ど

もを生み育てる環境をつくることで定住促進が期

待されることから、将来にわたり過疎地域の持続的

つがる市
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発展に資する事業である。

高齢者・障害者福祉

保育料無償化支援助成事業

①事業の必要性

人口減少、少子化に歯止めをかけるためには、安

心して子どもを生み育てる環境をつくり、若者世代

の定住促進を図る必要がある。

②具体的な事業内容

子育て世代の経済的負担を軽減するために、小学

校入学前の子どもに係る利用者負担額及び副食費

の助成を行う。

・１号認定こども（預かり保育利用）の副食費

・２号認定こどもの副食費

・３号認定こどもの利用者負担額

③見込まれる事業効果

子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して子ど

もを生み育てる環境をつくることで定住促進が期

待されることから、将来にわたり過疎地域の持続的

発展に資する事業である。

つがる市

健康づくり 子ども医療費助成事業

①事業の必要性

子どもの疾病の早期発見と治療を促進し、子ども

の健やかな育成を図るため、全ての子育て世帯の経

済的な負担を軽減し、安心して医療を受診できる体

制を整えることが必要である。

②具体的な事業内容

つがる市に住所を有し、各種健康保険に加入して

いる０歳から高校生までの子どもが、医者にかかっ

た場合の医療費（保健診療分）を助成する制度。

③見込まれる事業効果

子どもの保健の向上と健やかな育成が図られる

とともに、保護者の負担感を緩和し、安心して子育

てができる子育て世代の増加が期待されることか

ら、将来にわたり過疎地域の持続的発展に資する事

業である。

インフルエンザ予防接種費用助成事業

①事業の必要性

インフルエンザウイルスは感染力が強く、一旦発

生すると急速に地域全体に蔓延する傾向がある。

子ども及び高齢者のインフルエンザは稀に重症化

することがあり、ワクチン接種は重症化の予防にも

なる。このため、子ども及び高齢者の健康を守るた

めにも、インフルエンザワクチンの接種率向上が必

要である。

②具体的な事業内容

下記の要件を満たす方を対象として、インフルエン

ザ予防接種費用を助成する。

・生後６か月から中学生までの子どもを対象とす

る。

・65歳以上の方及び60～64歳の方で、心臓や腎臓等

に機能障害がある方を対象とする。

③見込まれる事業効果

インフルエンザワクチン接種助成事業を実施す

ることで、個人の発病と重篤化を阻止し、まん延の

予防、日頃からの健康づくりに対する意識向上が図

つがる市

つがる市
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（４） 公共施設等総合管理計画との整合

つがる市公共施設等総合管理計画では「保健・福祉施設は、高齢者人口の推移、施設の需

要及び利用状況等を踏まえ、民間事業者の活用等を検討しつつ、地域性を考慮した適正な規

模・配置を検討します。」としています。

「子育て支援施設は、今後の児童数や民間施設の状況、地域のバランス等を踏まえて、統

廃合を検討します。また、多様化する保育ニーズに対応した、安全で快適な保育環境を目指

し、民間事業者の活用も検討します。」としています。

「その他施設は、適正な維持管理を行い、長寿命化に努めます。」としています。

本計画においても同様の方針としており、整合性が図られています。

られる。ひいては一人一人の健康寿命を延ばし、住

み慣れたまちでいつまでも元気に暮らすことにつ

ながることから、将来にわたり過疎地域の持続的発

展に資する事業である。

その他

基金積立

(9)その他
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８ 医療の確保

(１) 現況と問題点

本市における医療施設の状況は、つがる西北五広域連合つがる市民診療所のほか、民

間病院１施設、一般診療所３施設、歯科診療所９施設の医療施設がありますが、現在は

夜間における救急医療を担う病院がないのが実情です。

救急医療については、市消防本部において救急救命士の養成を行っていますが、一般

市民によるＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用が可能になるなど、救急措置に関する

規制緩和が進む中、市民一人一人の救急に関する意識の向上を図り、救命率向上に必要

とされる迅速な処置につなげることが求められています。

また、本市を含む西北五地域保健医療圏においては、つがる西北五広域連合（つがる

市、五所川原市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町で構成）における広域的な連携を

軸として、「西北五地域保健医療圏自治体病院機能再編成計画」に基づき、つがる総合

病院を中核とした新たな地域医療体制が平成 26 年のつがる総合病院やつがる市民診療

所の開所により構築されました。

この体制は、慢性的な医師不足、専門的医療機能の低さ、病床数の過剰による自治体

病院の赤字経営、看護師の不足など、これまでの圏域の自治体病院の課題を解消するこ

とを目的として、新たな中核病院及びサテライト病院・診療所が整備されたものです。

新たな中核病院等の整備により、いわゆる３大疾病と言われる「がん・心臓病・脳卒

中」等に対する高度医療の迅速な対応や救急医療の充実・強化が期待できるなど、圏域

の中核医療機能の大幅な強化が図られます。

しかしながら、つがる市民診療所がサテライト化及び無床化したことにより、身近な

病院機能がなくなったことから、市民が十分な医療サービスを受けられるよう、救急体

制や通院手段の確保など、受診しやすい体制の構築が必要とされています。

(２) その対策

・必要な医療・介護サービスを途切れなく受けられるよう一体的な体制づくりに取り

組み、地域包括ケアシステムの構築を推進します。

・県や大学、医師会等と連携しながら、本市に開業あるいは勤務する医療従事者の確

保や在宅医療体制の強化、かかりつけ医の促進を図り疾病予防・健康管理につなげ

ます。

・広域連合と連携した医師確保対策等によりつがる総合病院等の受診体制や機能の充

実を図るとともに、民間医療機関も含めた西北五圏医療ネットワークを構築し、夜

間、休日等の救急対応及び入院対応において安定した医療の提供に努めます。

・救急医療については、緊急医療の確保に係る経費を適切に負担していきます。また、

市消防本部における救急救命士の養成や適正配置、高規格救急車や通信機器等の計

画的な配備や、消防本部、消防署、分遣所の機能向上を図ることで救命率の向上に

努めます。
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・市民診療所については、かかりつけ医として継続して機能させていく必要があり、

そのためにも施設点検を計画的に行い、軽微な損傷を早期に発見し、予防的な修繕

を実施することにより施設の長寿命化を図ります。

・高齢者及び高齢者世帯が増加している本市の実情に対応し、路線バスや乗合タクシ

ーなどの公共交通の維持を図るとともに、患者送迎バス、行政バス、福祉バスなど

の市が実施する交通を有効に組み合わせることで通院手段の確保に努め、市民が受

診しやすい体制の構築を図るものとします。

●目標

施設の整備に係る目標については、つがる市公共施設等総合管理計画との整合を図り、長

寿命化や集約化を行うものとします。

（３） 事業計画(令和８年度～１２年度)

項目 基準値 目標 根拠資料

医師・歯科医師・薬剤師数
47 人

(R5 年)

47 人

(R12 年)
青森県保険統計年報

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

医療の確保 (1)診療施設

病院

診療所

患者輸送車（艇）

その他

(2)特定診療科に係る

診療施設

病院

診療所

巡回診療車（船）

その他

(3)過疎地域持続的

発展特別事業

自治体病院 医師確保対策事業

①事業の必要性

つがる西北五圏域における医療の安心・安全を

確保していくため、常勤医確保が困難な特定診療

科、救急医療及びサテライト医療機関の医師確保

が必要である。

②具体的な事業内容

弘前大学とつがる総合病院による専門医養成

病院ネットワーク協定に基づき、医師が同病院を

拠点として地域の重要疾患の研究・診療を行うほ

か、医学生や研修医（初期・後期）を指導するな

ど、教育・人材育成を行うための経費を補助する

ことにより、弘前大学医学部卒業医師の県内定着

を図るため、つがる西北五広域連合が弘前大学へ

の寄附講座を設置する。

③見込まれる事業効果

圏域内の医師が確保されることで、市民の誰もが

安心して質の高い医療が受けられるため、将来に

わたり過疎地域の持続的発展に資する事業であ

る。

つがる市
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（４） 公共施設等総合管理計画との整合

つがる西北五広域連合の「つがる市民診療所個別施設計画」によると、「つがる市民診療所

は平成２６年建設ですがまだ大きな損傷もないため、修繕工事を基本として、施設の長寿命

化を図ることとします。なお、修繕等については大規模な不具合を生じた後に行うのではな

く、損傷が軽微である早期段階から予防的な修繕等を実施することにより、突発的な事故や

費用発生を減少させるとともに、施設の不具合による被害のリスクを緩和します。」としてい

ます。

本計画においても同様の方針としており、整合性が図られています。

民間病院

その他

基金積立

(4)その他
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９ 教育の振興

(１) 現況と問題点

①学校教育

近年は、多様化する子どもたちの状況（いじめ、不登校、貧困、外国人児童生徒の増

加など）や情報化への対応の遅れが指摘されています。学校側では教師の長時間勤務に

よる疲弊や教師不足が深刻です。社会の変化に伴う学校教育の変革は不可欠であり、国

は、予測困難な時代に対応できる持続可能な社会の創り手の育成を目標としています。

本市では、引き続き「生きる力」を育む教育を推進するとともに、市内全小中学校で

コミュニティスクールと地域学校協働活動に取り組みます。学校と地域が連携した「社

会に開かれた教育課程」の実現が求められています。

市内小・中学校に通う児童・生徒の数は令和６年度現在 1,735 人で、下表「児童・生

徒数」のとおり、児童生徒数の減少が著しく、適正な学区再編を行うための小・中学校

統廃合を推進してきました。これにより本市の小学校は７校、中学校は５校となってい

ます。

学校の統廃合に伴い遠距離学区となった児童・生徒については、市が委託運行するス

クールバスにより通学しています。人口減少の状況によっては、更なる学区編成も見据

える必要があるため、今後とも児童生徒数に応じた適正規模の学校整備に努めるととも

に、児童・生徒の通学を支えるスクールバスを計画的に更新することが必要です。

また、児童・生徒が安心して学校生活を送る事が出来るように、支援・配慮が必要な

児童・生徒への対応も考慮した上で、学校環境整備を推進していく必要があります。

グローバル化や更なる情報化社会の進展を受けて、学習指導要領が改定されました。

小学校中学年からの外国語教育の導入、小学校におけるプログラミング教育の必修化な

ど社会の変化を見据えた学びへと指導内容が進化しています。こうした新たな学びに適

切に対応するように、学校のネットワーク環境の整備、外国語指導助手の活用による英

語力向上を推進していく必要があります。

さらには、核家族化や地域のつながりの希薄化など、児童・生徒を取り巻く環境は多

様化していることから、家庭・学校・地域が一体となった、社会全体での教育がより重

要になっています。このため、市内の全ての小中学校においてコミュニティスクールと

地域学校協働活動に取り組み、学校と地域の連携を強化しながら、社会に開かれた教育

課程の実現を目指すことが必要です。
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表９－①（１）児童・生徒数の推移

（単位：人）

資料：学校基本調査

②社会教育及びスポーツ振興

近年、生活様式の多様化、余暇時間の拡大、情報化社会の進展等、社会構造の変化に

伴い、市民の生涯学習に対する意欲が高まるとともに志向が多様化しています。子ども

から高齢者まで各層にわたるニーズに対応した多様なプログラムの開発に努めるととも

に、地域に潜在している知識や技術を持つ人材を有効活用しながら、多世代が共に楽し

み、活動することができる生涯学習体制の構築が求められています。また、人口減少の

進行や超高齢化社会が到来する中、生涯学習で得られた知識や技能等を、世代の垣根を

越え多くの方々の学びに生かすとともに、地域課題の解決に結びつけることがますます

重要となります。

スポーツの振興については、これまで各種スポーツ講座等の開催等を通して、生涯ス

ポーツ活動の奨励に努めてきました。今後も、市民の健康・体力づくりへの関心が高ま

り、スポーツ人口がさらに増加することが見込まれることから、多様化する市民のスポ

ーツに対するニーズに対応できるよう、指導者の育成を図ることが必要です。また、令

和８年に本県が開催地となる「第 80 回国民スポーツ大会」「第 25 回全国障害者スポー

ツ大会」に向けて、市民のスポーツ拠点となる「つがる市総合体育館」が令和５年に完

成しました。以前は開催することが困難であったプロスポーツの公式戦や大規模なイベ

ントが開催可能となったことから、地域のスポーツ振興に加えて、地域間交流人口の拡

大による地域活性化にも着目した運用方法を検討していくことが必要です。また、一般

市民の日常的な運動機会の確保や、既存施設の老朽化対策が課題となります。今後は、

社会教育施設、運動施設とも市全体での最適化とともに、市民一人ひとりの活動充実に

向け、市民ニーズを踏まえた学習・スポーツ機会の創出が求められます。

(２) その対策

①学校教育

◆確かな学力の育成と情報化・グローバル化に対応した教育の推進

・「つがる市授業づくりのスタンダード」に基づいた授業改善を推進します。

・児童生徒の学力・状況に応じた学習内容の工夫ときめ細かな指導に努めます。

区 分 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和３年 令和６年

小 学

校

3,390 3,008 2,244 2,136 1,833 1,493 1,166 1,139

中 学

校

1,923 1,647 1,366 1,116 994 899 715 596

合 計 5,313 4,655 3,610 3,252 2,827 2,392 1,881 1,735
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・「つがる市型小中一貫教育」の柱として外国語及び国際理解教育の充実を図り、小

中一貫英語教育を推進します。

・教職員が本来の職務に集中できるよう、教員業務支援員（スクールサポートスタッ

フ）等の配置を推進します。

・GIGA スクール構想に基づき、校内ネットワークと個々の端末を保全し、個別最適な

学びと協働的な学びを推進します。

・グローバル化に必要な能力の育成に向け、外国語を用いたコミュニケーション機会

や国際理解教育を充実します。

・情報化へ対応した教育を推進するために、情報ネットワーク環境の整備に努めると

ともに、情報のモラル教育を推進しながら一人一台端末の有効利用を図ります。

◆地域との連携

・保護者や地域住民の学校運営への参画を促すためにコミュニティスクールと地域学

校協働活動一体的に推進し、学校と地域が連携、協働して子供の学びを支える取り

組みを推進します。また、郷土への誇りと愛着を育み、本市でたくましく生きる人

材を育成するため、市独自に作成する社会科副読本や郷土学の学習副読本を活用し

た授業を実施します。

・地域の教育資源を活用した体験活動を積極的に行い、学校と地域社会との交流を推

進します。

・学校教育施設を開放し、地域交流と地域クラブ活動の利用を促進して部活動の円滑

な地域展開を進めるとともに、地域全体の教育力向上を推進します。

◆子どもたちの安全の確保

・人口規模に見合った学区再編を見据えた上で、学校施設の整備やスクールバスの計

画的な運行を推進します。また、児童・生徒らが安全・安心に学校生活を送ること

が出来るように、学校設備の維持管理に努めます。

・学校給食施設については、適正な設備や衛生環境の確保に努めながら安全で安心な

学校給食を提供し、児童・生徒らの健全な食生活の確立を図ると共に、地元農水産

物を用いた「食育」を推進します。

・いじめや不登校の未然防止と適切な対応を図るために、校内教育支援センターの設

置やスクールカウンセラーなどの活用を推進します。

・特別な配慮や支援を必要とする児童・生徒を支えるために各学校の実情に合わせて

スクールサポーターを配置します。

・ 子どもの防犯意識高揚に向け、家庭との連携を図り、インターネットやスマートフ

ォン・ゲーム機等の安全な利用について啓発します。

・家庭との連携を図りながら、通学路の安全確保や防犯意識の高揚に努めます。

●目標

項目 実績値 目標値 根拠資料等

将来の夢や目標を持っている子ども

の割合

小学生 86％
現状より増加

(R12 年)
全国学力・学習状況調査中学生 85％

(R7 年度)
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②社会教育及びスポーツ振興

・市民の自主的・主体的な学習活動を奨励・支援するため、知識や技術を持った指導

者の育成に努め、充実した学習機会の創出を図ります。

・学習活動の場となる、森田公民館や各種コミュニティ施設については、その位置付

けや機能の見直しも検討しながら、生涯学習活動や地域コミュニティ活動が時代に

見合った形で実施できるように配慮します。

・社会教育関係団体に対する認定制度等により、自主的・主体的な生涯学習活動を支

援していきます。

・市民の生涯にわたる文化的な生活を支えるため、図書館機能を充実し、学習・交流

の機会を提供するなど、読書活動を推進します。

・スポーツ振興については、生涯学習の一環として、市民が気軽にできる身近なスポ

ーツの推進を図るとともに、体育施設の充実を図るだけでなく、体育協会等関係機

関との連携を図りながらスポーツ推進員の技術研修を充実させることで、スポーツ

による地域間の交流を図ります。

・多様なスポーツ機会の提供に向け、「総合型地域スポーツクラブ」による活動を推

進します。

・体育施設について、公式戦に対応できる施設及び既存施設や学校施設を適切に活用

し、市全体として効率的かつ効果的な運用を図ります。

●目標

施設の整備に係る目標については、つがる市公共施設等総合管理計画との整合を図り、長

寿命化や集約化を行うものとします。

項目 基準値 目標 根拠資料

生涯学習・交流施設利用者数
228,940 人

(R6 年度)

300,000 人

(R12 年度)
社会教育文化課調べ

市内運動施設利用者数
156,650 人

(R6 年度)

200,000 人

(R12 年度)
社会教育文化課調べ

社会教育関係団体数
94 団体

(R7 年度)

100 団体

(R12 年度)
社会教育文化課調べ
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(３) 事業計画(令和８年度～１２年度)

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

教育の振興 (1)学校教育関連施設

校舎 小学校非構造部材落下防止対策事業

中学校非構造部材落下防止対策事業

空調設備整備事業

中学校改修事業

つがる市

つがる市

つがる市

つがる市

屋内運動場 中学校屋内運動場改修事業

柏総合体育センター改修事業

つがる市
つがる市

屋外運動場 小学校屋外運動場改修事業 つがる市

水泳プール

寄宿舎

教職員住宅

スクールバス・ボート スクールバス車庫改修事業 つがる市

給食施設 小学校給食設備改修事業 つがる市

中学校給食設備改修事業

森田学校給食センター改修事業

つがる市

つがる市

その他

(2)幼稚園

(3)集会施設、体育施設等

公民館

集会施設 柏農村環境改善センター改修事業 つがる市

体育施設

図書館

その他

(4)過疎地域持続的

発展特別事業

幼児教育

義務教育 学校教育活動支援事業

①事業の必要性

特別な支援を要する児童・生徒が増加傾向にあ

り、学校現場からスクールサポーターの拡充が求

められていることからその適正な配置に努め、継

続していく必要がある。

②具体的な事業内容

市内の小中学校に在籍する特別な支援を必要

とする児童生徒の学習支援及び生活の補助や介

助を行うスクールサポーターを適正に配置する。

③見込まれる事業効果

特別な支援を要する児童・生徒の指導補助員と

して、スクールサポーターを配置することで、誰

もが必要とする教育を受けることできる。このこ

とで、未来のつがる市を担う子どもたちの個性と

創造力を伸ばすことができ、人材の定着につなが

ることから、将来にわたり過疎地域の持続的発展

に資する事業である。

つがる市

高等学校

生涯学習・スポーツ

その他

基金積立

(5)その他
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(４) 公共施設等総合管理計画との整合

つがる市公共施設等総合管理計画によると、「社会教育系施設は、施設の老朽化や利用状況

を踏まえ、必要な機能の見直し、統廃合や多機能化について検討し、より良い教育環境を提

供します。」としています。

「学校教育系施設は、今後の児童数・生徒数を踏まえて、統廃合を検討します。また、よ

り良い学校教育環境を維持するため、地域の実情に応じた最適な学校教育のあり方や施設規

模についても検討します。」としています。

「その他施設は、適正な維持管理を行い、長寿命化に努めます。」としています。

本計画においても同様の方針としており、整合性が図れています。
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10 集落の整備

(１) 現況と問題点

本市では、合併以前から木造新田地域として古くから一体的な地域を形成し、歴史的

にも、また産業・文化・生活の面でも深い結びつきがあるとともに、人口減少の進行や

少子高齢化、過疎化の進行、一次産業の低迷など共通する課題を抱えていました。また

集落については古くから、つがる市合併前の１町４村の枠組みが地域の基礎単位として

組織され、今日まで維持されてきました。

各集落の自治会は人とのつながりを基盤とし、防犯・防災活動、環境美化活動、祭り

や伝統文化の継承など様々な活動を行っており、そこに住む人々の最も身近な拠り所と

して必要不可欠な組織といえます。しかし、人口減少や超高齢化社会の到来を受けて、

過疎化の進行、核家族化、就業構造の変化が見られ、集落の人口の 50％を 65 歳以上が

占める地区も出てきており、コミュニティ活動の継続や緊急時における相互扶助の維持

といった、集落機能の低下が懸念される地区も出てきています。また、価値観の多様化

の影響により協働意識や人のつながりの希薄化も見られております。

今後、更なる集落の活力の低下が懸念されることから、引き続き、生活機能を備えた

基幹集落と小規模集落等を結ぶ道路の維持や整備により地域内外の交流を促進し活力を

生み出しつつ、従来の枠組みを越えた集落間で様々な連携を支援し、安全・安心で住み

やすい地域づくりを目指ざしていくことが必要です。

(２) その対策

・地域自治の基礎単位である集落の機能維持や活性化のため、自治会施設等の計画的

な整備を進めるとともに、既存の施設等については改修に取り組むことで、市民の

誰もが使いやすい施設となるよう努めます。

・集落の維持のためには、移住・定住促進を進めることが重要であることから、基幹

集落への住宅や住宅用地などの整備を計画的に進めるとともに、基幹集落と小規模

集落等を結ぶ道路の維持や整備を計画的に進め、地域内外の交流を促進します。

・集落の良好な景観維持と住環境の保全のため、老朽化した危険な空き家等の解体撤

去を促進します。

・集落住民による主体的かつ自発的な活動を支援するとともに、住民自身が集落の現

状を知り、今後の集落維持の方向性などを検討する話し合いの場の機会創出に努め

ます。また、外部からの人材の活用や集落支援員制度の導入を検討するなど、集落

の活性化に向けた取組を強化します。

●目標

項目 実績値 目標値 根拠資料等

自治会等への補助金件数
129 件

(R6 年度)

150 件

(R12 年度)
地域創生課調べ
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施設の整備に係る目標については、つがる市公共施設等総合管理計画との整合を図り、長

寿命化や集約化を行うものとします。

（３） 事業計画(令和８年度～１２年度)

（４） 公共施設等総合管理計画との整合

つがる市公共施設等総合管理計画によると、「市民文化系施設は、施設の老朽化や利用状況を踏

まえ、必要な機能の見直し、統廃合や多機能化について検討します。」とあります。

「その他施設は、適正な維持管理を行い、長寿命化に努めます。」とあります。

本計画においても同様の方針としており、整合性が図れています。

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

集落の整備 (1)過疎地域集落再編整備

(2)過疎地域持続的

発展特別事業

集落整備 自治組織活動助成事業

①事業の必要性

市民自らが将来の展望を描き、地域課題に取り

組んでいく体制を整備するためには、自治会の自

主的な活動を支える取組が必要である。

②具体的な事業内容

自主防災組織の活動や自治会の活動に必要な

備品等の整備又は集会施設の改修等に要する経

費の全部又は一部を補助する。

③見込まれる事業効果

自治会等へ活動に必要な経費を補助すること

で、各々の地域課題解決に向けた自主的な活動の

活性化が期待され、将来にわたり過疎地域の持続

的発展に資する事業である。

自治会

基金積立

(3)その他
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11 地域文化の振興等

(１) 現況と問題点

地域の歴史や文化、民俗芸能については、近年、生活様式の多様化や少子化の進行等

による社会構造の変化に伴い、正確な継承が困難になりつつあります。

このような背景の下、先人が築き、永く継承してきた文化遺産や郷土の歴史・文化に

対する理解を深めるとともに、後世へ継承することの必要性を再認識して、市民への地

域の歴史や文化遺産等に対する啓発が必要とされています。

また、本市には令和３年に世界文化遺産登録を受けた「北海道・北東北の縄文遺跡群」

の構成資産となる、亀ヶ岡石器時代遺跡、田小屋野貝塚が存在し、多数の出土品が平成

２年に国の重要文化財に指定された石神遺跡など、縄文時代を代表する遺跡をはじめ、

出来島海岸に位置する約２万８千年前とされる大規模な埋没林など、学術上貴重な歴史

的遺産が有り、その保存に努めることも重要とされています。

今後は、本市の基本政策のひとつである「多彩な人と文化を育むまちづくり」の確立

に向け、地域に根ざした自主的な文化活動を一層推進していくとともに、生涯学習の観

点からも伝統行事や地域文化を活かした学習活動の機会を拡充していくことが必要とさ

れています。

(２) その対策

・伝統ある地域文化が、市民はもとより他地域の人たちに親しまれるよう、気軽に参

加し、体験や交流ができる機会を創出していくとともに、歴史的遺産や文化財の保

護のため既存の資料館等の統合整備、保存事業の検討や後継者の養成に努め、地域

に根ざした伝統文化の継承と振興を推進します。

・史跡の保存に向け、整備基本計画等を基に、現地の段階的な整備を推進します。

・「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成する亀ヶ岡石器時代遺跡及び田小屋野貝塚

については、史跡地の公有化推進による保護や発掘調査等による遺跡の調査研究を

推進しながら、両史跡の価値を示す資料の展示や最新情報のガイダンスを実施が可

能となる施設の建設に向けた検討を行います。

・創造性豊かで文化の薫り高いまちづくりを推進するため、文化活動の拠点となる生

涯学習交流センター「松の館」をはじめ、旧制木造中学校講堂、森田公民館や集会

施設等の計画的な施設整備や設備の充実を図る必要があります。老朽化した施設に

ついては、現状把握に努め、必要な修繕や見直しを計画的に実施していくことによ

り、施設の利用に支障が出ないよう配慮していきます。

・文化財の活用に向け、史跡整備基本計画に基づき、各施設の仕様や展示の充実を図

ります。

・自主的な文化活動の活性化に向け、文化活動団体に対する支援を推進します。
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●利用目標

施設の整備に係る目標については、つがる市公共施設等総合管理計画との整合を図り、長

寿命化や集約化を行うものとします。

（３） 事業計画(令和８年度～１２年度)

（４） 公共施設等総合管理計画との整合

つがる市公共施設等総合管理計画において、「市民文化系施設は、施設の老朽化や利用状況

を踏まえ、必要な機能の見直し、統廃合や多機能化について検討します。」とあります。

「その他施設は、適正な維持管理を行い、長寿命化に努めます。」とあります。

本計画においても同様の方針としており、整合性が図られています。

項目 実績値 目標値 根拠資料等

縄文遺跡に関連する資料館入館者

数

8,575 人

(R7 年度見込)

15,000 人

(R12 年度)
社会教育文化課調べ

文化活動団体数
42 団体

(R7 年度)

50 団体

(R12 年度)
社会教育文化課調べ

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

地域文化の振興

等

(1)地域文化振興施設等

地域文化振興施設 縄文遺跡群ガイダンス施設整備事業

旧制木造中学校正門改修事業

縄文住居展示資料館改修事業

つがる市

つがる市

つがる市

その他

(2)過疎地域持続的

発展特別事業

地域文化振興 縄文遺跡群活用推進事業

①事業の必要性

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺

産登録により、国内外において縄文文化に対する

関心が高まっている。亀ヶ岡石器時代遺跡・田小

屋野貝塚の来訪者や市内資料館の入館者数が増

加傾向にあることから、史跡の活用や整備が必要

である。

②具体的な事業内容

世界文化遺産登録されたことを受けて、国内外

への積極的な情報発信に努めつつ、遺跡活用団体

の活動を支援する。また、来訪者の受入れ態勢強

化のためにボランティアガイドの実施体制を確

立し、遺跡隣接地に設置している簡易案内所や簡

易駐車場の維持管理を行う。

③見込まれる事業効果

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の更なる情報

発信が可能となり、遺跡ボランティアガイドや遺

跡活用団体の活動支援にもつながることから、来

訪者の満足度向上が期待されている。縄文遺跡を

活用し交流人口の拡大を図る事業であり、将来に

わたり過疎地域の持続的発展に資する事業であ

る。

つがる市

基金積立

(3)その他
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12 再生可能エネルギーの利用の推進

(１) 現況と問題点

本市は豊かな自然環境のもと、農業を中心に発展してきた地域です。西側には長大な

砂浜の七里長浜が広がり、周辺には湿原や泥炭地が点在し、季節にはニッコウキスゲの

群落も見られます。東側には一級河川・岩木川が流れ、雄大な日本海に面するなど、多

くの自然資源を有しています。

しかし近年、地球温暖化の進行に伴い、世界的な気温や海水温の上昇、氷河の縮小が

進み、異常高温や大雨、干ばつなどの気候変動が私たちの生活に影響を及ぼしています。

このような状況を踏まえ、自然と調和した豊かな地域環境を守り、市民が健康で文化的

な生活を営むためには、温室効果ガスの削減に向けた取り組みが不可欠です。

本市の脱炭素化へ向けた取組は、再生可能エネルギーの導入を中心に進められており、

令和２年には農地の一部を活用した日本最大規模の風力発電所が建設され、商業運転を

開始しました。令和３年９月には「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、脱炭素社会の実

現に向けた基本方針を明確化しました。令和５年３月には「西つがる３市町再生可能エ

ネルギー導入計画」を策定し、導入拡大の具体的な目標と施策を示しています。さらに

令和６年３月には「西つがる３市町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し、

計画の実行に向けた地域ごとの施策を整備しました。そして令和６年１２月には、洋上

風力発電事業者が選定され、令和12年の運転開始に向けて、地域住民や利害関係者との

調整、事業者・関係機関との連携など、着実な準備が求められています。

これらの一連の取組により、本市は太陽光・風力・地熱などの再生可能エネルギーや

省エネルギー施策を推進するとともに、再エネ産業の育成や雇用創出を進め、ゼロカー

ボン社会の実現に向けた持続可能な循環型社会の構築を目指しています。

(２) その対策

・過疎地域における地域脱炭素化を推進するため、太陽光発電設備や蓄電池等の導入

を促進し、CO2 排出量の削減を図ります。

・省エネルギー機器等の購入補助を行い、市民の費用負担を軽減し、家庭部門におけ

る CO2 排出量の削減を図ります。

・再生可能エネルギー産業の立地を促進し、地域サプライチェーンの構築に向けた支

援を行います。

・風力発電・洋上風力発電等施設・設備の建設、運転、メンテナンスに関わる専門人

材育成に向けた取組を推進します。

・地場企業が関連事業に参入できるよう、技術支援やビジネスマッチングを推進しま

す。

・地域経済への貢献と共生に向け、地域振興のための基金を創設し、教育、福祉、イ

ンフラ整備などに充当します。

・洋上風力発電事業と漁業が共存できるよう、漁業振興策や漁場改善策を事業者と連
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携を図ります。

・温室効果ガスを削減する地球温暖化対策を効果的に進めるため、行政が率先して公

共施設に新エネルギー等の設備を導入し、その効果を通じて市内事業所や個人住宅

への新エネルギー設備などの導入を促進するとともに、持続発展的な循環型社会を

構築するための取組を進めていきます。

●目標

施設の整備に係る目標については、つがる市公共施設等総合管理計画との整合を図り、長

寿命化や集約化を行うものとします。

(３) 事業計画(令和８年度～１２年度)

項目 実績値 目標値 根拠資料等

温室効果ガス排出量
246.0 千 t-CO2

（平成 25 年度）

133.3 千 t-CO2

(R12 年度)
エネルギー政策課調べ

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

再生可能エネ

ルギー利用の

推進

(1)再生可能エネルギー

利用施設

(2)過疎地域持続的

発展特別事業

再生可能エネルギー

利用施設

脱炭素エコ補助金事業

①事業の必要性

「西つがる３市町地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）」では、基本方針である「省エネルギ

ー対策や活動の推進」、「再生可能エネルギーの

導入と活用の拡大」、「循環型社会の構築に向け

た活動の推進」の３つを柱として、各種施策を進

めることとしている。

地域住民が将来にわたり、安全で安心して暮ら

せる地域社会を実現するためには、2050年度まで

にカーボンニュートラルを達成する必要がある。

そのため、本市では、これらに関連する施策を着

実かつ継続的に推進していく。

②具体的な事業内容

市内在住者および市内に事業所を有する事業

者を対象として、省エネルギー機器等の導入に要

する費用の一部を助成する。対象となる機器は、

高効率空調設備、省エネ型給湯器、再生可能エネ

ルギー関連設備等、省エネルギー効果が認められ

るものとする。

助成にあたっては、申請内容に基づき対象機器

の適合性を確認したうえで、購入費用または設置

費用の一部を補助し、機器導入の初期負担を軽減

する。これにより、市内における省エネルギー機

器の普及促進を図り、エネルギー消費量の削減お

よびCO2排出抑制につなげる。

例）

省エネ家電（エアコン・冷蔵庫等）購入助成：50

つがる市
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(４) 公共施設等総合管理計画との整合

公共施設の長寿命化の改修、施設複合化及び新設等を実施する場合には、再生可能エネル

ギー等の導入を積極的に行い、施設維持管理費の節減することで、つがる市公共施設等総合

管理計画の基本方針に掲げる将来負担コストの軽減につなげていくことから、本計画との整

合性が図られています。

千円 × 30世帯 ＝ 1,500千円

③見込まれる事業効果

本事業により、市内の家庭および事業所におけ

る省エネルギー機器の導入が促進され、エネルギ

ー消費量の確実な削減が見込まれる。特に、高効

率機器への転換が進むことで、電力及び燃料使用

量の低減が期待され、結果としてCO2を含む温室

効果ガス排出量の抑制につながる。また、ランニ

ングコストの削減により、家庭の家計負担および

事業者の経営負担が軽減され、地域経済の安定化

にも寄与する。

さらに、地域全体における省エネルギー意識の

向上や、ゼロカーボンシティへの契機となり、将

来にわたる過疎地域の持続的発展に資する効果

が期待される。

基金積立

(3)その他
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13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項

（１） 現況と問題点

本市には、主要産業である農業によって支えられた壮大な田園風景があり、強い偏西風と

砂塵から田畑を守る屏風山防風林やニッコウキスゲが群生するベンセ湿原等の自然風景、国

の重要文化財に指定されている遮光器土偶が出土したことで有名な亀ヶ岡石器時代遺跡をは

じめとする数々の縄文遺跡や弘前藩ゆかりの旧跡、古木など、良好な景観を形成するうえで

重要な景観要素が数多く存在しています。

しかし近年の都市化の進行により、現代的な街並みの整備が進んだことを受け、昔ながら

の風景が失われつつあります。

また、近年の人口減少により、市街地においては、放置される空き家や空き地の増加等が

見られ、農村部においては、農業の担い手や後継者不足による耕作地の放棄が見られており、

それらは、地域の景観が徐々に損なわれる要因になっています。

さらには、良好な景観を維持保全する団体、地域の伝統・文化を継承する団体においても

担い手や後継者不足による活動の停滞も懸念されています。

そのほか、太陽光発電設備や大型・小型風力発電設備の設置による景観への影響も今後の

課題となっています。

市民、事業者、市が一体となって、次世代につながる、自然や歴史と調和した快適な生活

環境を備えた「新田の歴史が彩る 日本のふるさと」を維持していくために、令和２年６月

につがる市景観計画を策定し、市内全域を景観計画区域としているところですが、美しく良

好なまちなみ景観や自然環境の保全維持等について、さらに調査検討していき、景観のまち

づくりを向上させることが必要となっています。

特に、世界文化遺産に登録された亀ヶ岡石器時代遺跡、田小屋野貝塚周辺の地域について

は、その価値を普遍的に保全・管理していくとともに、その魅力を一層高めていくことが求

められています。

(２) その対策

◆自然景観の保全と育成

・本市の雄大で美しい自然景観をしっかりと保全しながら、それと共生する人々の生活の

姿を文化として感じることのできる景観の形成を目指するため、周囲の送電線や電柱等

の人工物については、自然と調和させる取組を推進します。また、地域の生態系本来の

姿の保全にも努めます。

◆農山村景観の保全と育成

・四季の移ろいによって変わる水田風景をはじめとする農山村景観を守り育てることで、

住む人が暮らしの文化を引き継ぎ、市民や来訪者が「心のふるさと」と感じられる景観

の形成のために、悪影響を及ぼしている、耕作放棄、小規模な開発、無計画な土砂の採

取や伐採等の防止に努めます。
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◆市街地景観の保全と育成

・地域の中に残された生活の歴史とまち並みの姿を大切にしながら、そこに住む人々がい

きいきと生活する暮らしが見える景観の形成に努めます。

◆歴史文化的景観の保全と育成

・市内に点在する縄文遺跡をはじめ、歴史的建造物や古木等は、先人が残してきた重要な

市民共有の財産であることから、市民とともに歴史的景観の価値を共有し、さらに新た

な価値の創造に向けて次の世代へ引き継ぐ必要があります。特に、特別な配慮を必要と

する田小屋野貝塚・亀ヶ岡石器時代遺跡の周辺範囲内（特定景観地域）では、単に保全

するのみならず、郷土種、固有種を中心とした植栽による原風景の再生に努め、同時に

フィールドワークや景観学習等を通じて、普遍的な景観を残すための取組と人材の育成

を図ります。

●目標

施設の整備に係る目標については、つがる市公共施設等総合管理計画との整合を図り、長

寿命化や集約化を行うものとします。

(３) 事業計画（令和８年度～１２年度）

(４) 公共施設等総合管理計画との整合

その他地域の持続的発展に関し必要な事項における公共施設等の管理ついては、つがる市

公共施設等総合管理計画における基本方針に掲げる①保有総量の最適化、②既存公共施設等

の有効活用、③公共施設の複合化・多機能化、④公共施設等の長寿命化、⑤民間活力の導入

に基づき、必要とする管理及び整備を適切に実施していくことから、本計画と整合性が図れ

ています。

項目 実績値 目標値 根拠資料等

自然環境の保全に対する満足度
39.2％

(R7 年)

現状より増加

(R12 年)

つがる市総合計画策定

のためのアンケート調査

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

その他地域の

持続的発展に

関し必要な事項
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事業計画（令和８年度～１２年度）過疎地域持続的発展特別事業分

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事 業 内 容 事業主体 備考

1 移住・定住・地域

間交流の促進、人材

育成

(4)過疎地域持続的

発展特別事業

移住・定住 移住者マイホーム応援事業

①事業の必要性

定住人口の増加及び地域の活性化を図るためには、

転入者の定住を促す必要がある。

②具体的な事業内容

市外から転入し、市内に定住する意思をもってマイ

ホーム等を取得する世帯に対して購入費の一部に補助

金を交付する。

③見込まれる事業効果

転入者に定住を促す事業を実施することで、転出超過

の状況が改善することが期待されるため、将来にわた

り過疎地域の持続的発展に資する事業である。

新婚生活応援事業

①事業の必要性

人口減少のスピードを鈍化させるため、家賃補助を

行うことにより若い人の定住を促進し、地域活性化を

図る必要がある。

②具体的な事業内容

婚姻届を提出してから１年以内の新婚夫婦（夫婦と

もに40歳未満）が市内の民間賃貸住宅に入居し、市内

に５年以上定住する場合に最大月額15千円を５年間補

助する。

③見込まれる事業効果

若い人の定住を推進するため、新婚夫婦世帯に民間

賃貸住宅の家賃補助を行うことで、若者の定住が促進

されることから、将来にわたり過疎地域の持続的発展

に資する事業である。

子育て・若年夫婦世帯移住応援事業

①事業の必要性

人口減少のスピードを鈍化させるため、家賃補助を

行うことにより若い人の移住・定住を促進し、地域活

性化を図る必要がある。

②具体的な事業内容

市外に在住する子育て世帯、若年夫婦が、市内の民

間賃貸住宅に入居するために転入し、市内に５年以上

定住する場合に最大月額30千円を５年間補助する。

③見込まれる事業効果

子育て・若年夫婦世帯向けに家賃補助を行うことで、

移住世帯の市内住宅への入居を促し、移住者増につな

がり地域活性化が見込まれることから、将来にわたり

過疎地域の持続的発展に資する事業である。

民間賃貸住宅建設支援事業

①事業の必要性

人口減少のスピードを鈍化させるため、民間賃貸住

宅建設に補助を行うことにより、魅力ある住環境を整

備し、若い世代の定住を促進する必要がある。

②具体的な事業内容

市内に子育て世帯又は、若年夫婦世帯等向けの民間

つがる市

つがる市

つがる市

つがる市

転入者に定住を促

す事業を実施する

ことで、転出超過の

状況が改善するこ

とが期待されるた

め、将来にわたり過

疎地域の持続的発

展に資する事業で

ある。

若い人の定住を推

進するため、新婚夫

婦世帯に民間賃貸

住宅の家賃補助を

行うことで、若者の

定住が促進される

ことから、将来にわ

たり過疎地域の持

続的発展に資する

事業である。

子育て・若年夫婦世

帯向けに家賃補助

を行うことで、移住

世帯の市内住宅へ

の入居を促し、移住

者増につながり地

域活性化が見込ま

れることから、将来

にわたり過疎地域

の持続的発展に資

する事業である。

若い人の移住を推

進するため、市内に

民間賃貸住宅を建

設する個人又は、法

人を対象に建設費

の一部を補助する

ことにより、魅力的
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賃貸住宅を建設する個人又は法人に対し、費用の一部

を補助する。

③見込まれる事業効果

若い人の移住を推進するため、市内に民間賃貸住宅

を建設する個人又は、法人を対象に建設費の一部を補

助することにより、魅力的な住環境が整備され、若者

の定住が促進されることから、将来にわたり過疎地域

の持続的発展に資する事業である。

な住環境が整備さ

れ、若者の定住が促

進されることから、

将来にわたり過疎

地域の持続的発展

に資する事業であ

る。

地域間交流

人材育成

その他

基金積立

2 産業の振興 (10)過疎地域持続的

発展特別事業

第一次産業 つがるブランド推進事業

①事業の必要性

本市の農業所得向上のためには、ブランド力及び知

名度向上を図り、本市特産品の販売を促進する必要が

ある。

②具体的な事業内容

本市のブランド力向上を推進するつがるブランド推

進会議に対して補助金を交付しその活動を促進するも

の。また、東京でアンテナショップを運営して、つが

るブランドの推進を行う。

（主な活動内容）

・農産物の栽培基準等を定め、農産物の高付加価値化

を目指すために認定制度を実施。

・認定された農産物、加工品を首都圏、関西圏、県内

等で販売を実施する。

・更なる高付加価値化を図った農産物を出荷した認定

者に対して「高品質農産物事業奨励金」を交付。

・「産地」としての知名度向上を図るため「メロン・ス

イカフェスティバル」を実施する。

・本市特産の農産物をモチーフとするマスコットキャ

ラクターを活用したＳＮＳによる宣伝活動、着ぐるみ

による集客力向上の取組を実施する。

・アンテナショップ「果房メロンとロマン」の運営。

③見込まれる事業効果

つがるブランド農産物を推進することで、認知度の

向上が図られ、農業所得の向上につながるとともに、

地元に誇りと愛着が生まれ、地域活力の向上が期待さ

れる。このため将来にわたり過疎地域の持続的発展に

資する事業である。

つがる市

（つがる

ブランド

推進会議）

つがるブランド農

産物を推進するこ

とで、認知度の向上

が図られ、農業所得

の向上につながる

とともに、地元に誇

りと愛着が生まれ、

地域活力の向上が

期待される。このた

め将来にわたり過

疎地域の持続的発

展に資する事業で

ある。

農業生産・経営基盤強化促進事業

①事業の必要性

生業として魅力があり、持続可能な農業を実現する

ためには、農業経営の安定化と収益性を向上させる取

組が必要である。

また、既存の制度では対象要件に該当しない農業者

や不採択になり負担増になる農業者もいることから、

全ての農業者にとって負担軽減につながる総合的な支

援策を講じる必要がある。

②具体的な事業内容

農業経営の安定化と収益性の向上を図るため、農業

つがる市 これらの取組を推

進することにより、

農業者の生産・経営

基盤の整備充実を

図ることが可能と

なり、地域の農業が

強化され、持続可能

な農業の確立につ

ながることから、将

来にわたり過疎地

域の持続的発展に
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商工業・６次産業化

機械（スマート農業機械含む）・施設などの整備に要

する経費、資格取得や研修に要する経費の一部へ補助

を行う。また、稲わらの有効活用を推進するための経

費に補助を行う。さらに、国・県などが実施する経営

安定化に関わる様々な制度を、農業経営者がそれぞれ

の立場で有効活用できるよう支援する。

③見込まれる事業効果

これらの取組を推進することにより、農業者の生

産・経営基盤の整備充実を図ることが可能となり、地

域の農業が強化され、持続可能な農業の確立につなが

ることから、将来にわたり過疎地域の持続的発展に資

するものである。

資するものである。

情報通信産業

観光

企業誘致 ビジネスホテル誘致事業

①事業の必要性

洋上風力発電の建設・メンテナンスにより、関係者

の滞在ニーズは増加するものと考えられる。ビジネス

ホテルを誘致することで、市内での消費や地元雇用も

生まれることから、他地域に先行される前の誘致が必

要である。

②具体的な事業内容

建設費等・固定資産税・上下水道料の補助、地元雇

用・地元調達奨励金等の優遇措置によりビジネスホテ

ルを誘致する。

③見込まれる事業効果

ビジネスホテル建設・運営によって直接雇用（清掃・

フロントなど）や間接雇用（飲食・流通）が創出され

る。地元の農産物・水産物を、ビジネスホテルで提供

される食事に活用してもらうなど地元産業との連携が

可能。開業により周辺の飲食店・商業施設の需要が拡

大する。災害時の広域避難拠点としての活用も可能。

このため将来にわたり過疎地域の持続的発展に資する

事業である。

つがる市 ビジネスホテル建

設・運営によって直

接雇用（清掃・フロ

ントなど）や間接雇

用（飲食・流通）が

創出される。地元の

農産物・水産物を、

ビジネスホテルで

提供される食事に

活用してもらうな

ど地元産業との連

携が可能。開業によ

り周辺の飲食店・商

業施設の需要が拡

大する。災害時の広

域避難拠点として

の活用も可能。この

ため将来にわたり

過疎地域の持続的

発展に資する事業

である。

その他

基金積立

3 地域における情

報化

(2)過疎地域持続的発展

特別事業

情報化

デジタル技術活用

基金積立

(3)その他

4 交通施設の整備、

交通手段の確保

(9)過疎地域持続的発展

特別事業

公共交通 デマンド型乗合タクシー運行事業

①事業の必要性

路線そのものの廃止が進んでいるバス路線に代わ

り、市内のタクシー会社と連携した乗合タクシー事業

を実施、地域住民の移動手段の確保、維持を目指す。

②具体的な事業内容

バス路線がすでに廃止となった路線について、乗合

タクシーを運行する。市内タクシー事業者３者と運行

に係る委託契約を締結、現在でも市内を運行している

つがる市 沿線住民の移動手

段の確保、交通空白

地帯拡大の抑制に

つながることから、

将来にわたり過疎

地域の持続的発展

に資する事業であ

る。
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幹線路線バスへの接続を基準とした時刻表、乗降地点

を設定、事前予約により利用可能なデマンド型乗合タ

クシーを運行する。

利用者は全日の夕方までに各路線担当のタクシー会社

まで利用時間、乗降場所を伝える。料金は通常のタク

シー料金もより抑えつつ、タクシー事業者へは赤字運

行とならないよう１回の運行につき定額の料金を市が

負担する。

③見込まれる事業効果

沿線住民の移動手段の確保、交通空白地帯拡大の抑

制につながることから、将来にわたり過疎地域の持続

的発展に資する事業である。

高齢者タクシー利用助成事業

①事業の必要性

高齢者が外出する際に利用するタクシー運賃の一部

を助成することにより、通院や買物等の高齢者の日常

生活における外出を支援するとともに社会参加を促進

し、福祉の増進を図ることを目的とする。

②具体的な事業内容

本市の住民基本台帳に記録されている者で、事業の

実施年度の初日において満75歳以上の者からの申請に

より、タクシーの普通車初乗り運賃相当額助成券を交

付する。助成券は 1 人につき年間 48 枚を上限に交付す

る。

③見込まれる事業効果

高齢者の日常生活における外出支援を促進すること

により、社会参加の促進を図り、コロナウイルスの流

行や運転手不足により厳しい状況にある市内タクシー

事業者に対し、利用率向上による間接的な経済支援を

行うことにより、将来にわたり過疎地域の持続的発展

に資する事業である。

つがる市 高齢者の日常生活

における外出支援

を促進することに

より、社会参加の促

進を図り、コロナウ

イルスの流行や運

転手不足により厳

しい状況にある市

内タクシー事業者

に対し、利用率向上

による間接的な経

済支援を行うこと

により、将来にわた

り過疎地域の持続

的発展に資する事

業である。

交通施設維持

その他

基金積立

5 生活環境の整備 (7)過疎地域持続的

発展特別事業

生活

環境

防災・防犯

その他

基金積立

6 子育て環境の確

保、高齢者等の

保健及び福祉の

向上及び増進

(8)過疎地域持続的

発展特別事業

児童福祉 児童クラブ保護者負担支援助成事業

①事業の必要性

人口減少、少子化に歯止めをかけるためには、安心

して子どもを生み育てる環境をつくり、若者世代の定

住促進を図る必要がある。

②具体的な事業内容

子育て世代の経済的負担を軽減するために、市内の

つがる市 子育て世代の経済

的負担を軽減し、安

心して子どもを生

み育てる環境をつ

くることで定住促

進が期待されるこ

とから、将来にわた
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小学校に在学し、放課後児童クラブを利用する児童に

係る保護者負担金の助成を行う。

・月額 3,000 円（2 人目以降は 1,500 円）

③見込まれる事業効果

子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して子ども

を生み育てる環境をつくることで定住促進が期待され

ることから、将来にわたり過疎地域の持続的発展に資

する事業である。

保育料無償化支援助成事業

①事業の必要性

人口減少、少子化に歯止めをかけるためには、安心

して子どもを生み育てる環境をつくり、若者世代の定

住促進を図る必要がある。

②具体的な事業内容

子育て世代の経済的負担を軽減するために、小学校

入学前の子どもに係る利用者負担額及び副食費の助成

を行う。

・１号認定こども（預かり保育利用）の副食費

・２号認定こどもの副食費

・３号認定こどもの利用者負担額

③見込まれる事業効果

子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して子ども

を生み育てる環境をつくることで定住促進が期待され

ることから、将来にわたり過疎地域の持続的発展に資

する事業である。

つがる市

り過疎地域の持続

的発展に資する事

業である。

子育て世代の経済

的負担を軽減し、安

心して子どもを生

み育てる環境をつ

くることで定住促

進が期待されるこ

とから、将来にわた

り過疎地域の持続

的発展に資する事

業である。

高齢者・障害者福祉

健康づくり 子ども医療費助成事業

①事業の必要性

子どもの疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの

健やかな育成を図るため、全ての子育て世帯の経済的

な負担を軽減し、安心して医療を受診できる体制を整

えることが必要である。

②具体的な事業内容

つがる市に住所を有し、各種健康保険に加入してい

る０歳から高校生までの子どもが、医者にかかった場

合の医療費（保健診療分）を助成する制度。

③見込まれる事業効果

子どもの保健の向上と健やかな育成が図られるとと

もに、保護者の負担感を緩和し、安心して子育てがで

きる子育て世代の増加が期待されることから、将来に

わたり過疎地域の持続的発展に資する事業である。

インフルエンザ予防接種費用助成事業

①事業の必要性

インフルエンザウイルスは感染力が強く、一旦発生

すると急速に地域全体に蔓延する傾向がある。

子ども及び高齢者のインフルエンザは稀に重症化する

ことがあり、ワクチン接種は重症化の予防にもなる。

このため、子ども及び高齢者の健康を守るためにも、

インフルエンザワクチンの接種率向上が必要である。

②具体的な事業内容

下記の要件を満たす方を対象として、インフルエンザ

予防接種費用を助成する。

・生後６か月から中学生までの子どもを対象とする。

・65歳以上の方及び60～64歳の方で、心臓や腎臓等に

機能障害がある方を対象とする。

つがる市

つがる市

子どもの保健の向

上と健やかな育成

が図られるととも

に、保護者の負担感

を緩和し、安心して

子育てができる子

育て世代の増加が

期待されることか

ら、将来にわたり過

疎地域の持続的発

展に資する事業で

ある。

インフルエンザワ

クチン接種助成事

業を実施すること

で、個人の発病と重

篤化を阻止し、まん

延の予防、日頃から

の健康づくりに対

する意識向上が図

られる。ひいては一

人一人の健康寿命

を延ばし、住み慣れ

たまちでいつまで

も元気に暮らすこ

とにつながること
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③見込まれる事業効果

インフルエンザワクチン接種助成事業を実施するこ

とで、個人の発病と重篤化を阻止し、まん延の予防、

日頃からの健康づくりに対する意識向上が図られる。

ひいては一人一人の健康寿命を延ばし、住み慣れたま

ちでいつまでも元気に暮らすことにつながることか

ら、将来にわたり過疎地域の持続的発展に資する事業

である。

から、将来にわたり

過疎地域の持続的

発展に資する事業

である。

その他

基金積立

7 医療の確保 (3)過疎地域持続的

発展特別事業

自治体病院 医師確保対策事業

①事業の必要性

つがる西北五圏域における医療の安心・安全を確保

していくため、常勤医確保が困難な特定診療科、救急

医療及びサテライト医療機関の医師確保が必要であ

る。

②具体的な事業内容

弘前大学とつがる総合病院による専門医養成病院ネ

ットワーク協定に基づき、医師が同病院を拠点として

地域の重要疾患の研究・診療を行うほか、医学生や研

修医（初期・後期）を指導するなど、教育・人材育成

を行うための経費を補助することにより、弘前大学医

学部卒業医師の県内定着を図るため、つがる西北五広

域連合が弘前大学への寄附講座を設置する。

③見込まれる事業効果

圏域内の医師が確保されることで、市民の誰もが安

心して質の高い医療が受けられるため、将来にわたり

過疎地域の持続的発展に資する事業である。

つ がる西

北 五広域

連合

圏域内の医師が確

保されることで、市

民の誰もが安心し

て質の高い医療が

受けられるため、将

来にわたり過疎地

域の持続的発展に

資する事業である。

民間病院

その他

基金積立

8 教育の振興 (4)過疎地域持続的

発展特別事業

幼児教育

義務教育 学校教育活動支援事業

①事業の必要性

特別な支援を要する児童・生徒が増加傾向にあり、

学校現場からスクールサポーターの拡充が求められて

いることからその適正な配置に努め、継続していく必

要がある。

②具体的な事業内容

市内の小中学校に在籍する特別な支援を必要とする

児童生徒の学習支援及び生活の補助や介助を行うスク

ールサポーターを適正に配置する。

③見込まれる事業効果

特別な支援を要する児童・生徒の指導補助員として、

スクールサポーターを配置することで、誰もが必要と

する教育を受けることできる。このことで、未来のつ

がる市を担う子どもたちの個性と創造力を伸ばすこと

ができ、人材の定着につながることから、将来にわた

り過疎地域の持続的発展に資する事業である。

つがる市 特別な支援を要す

る児童・生徒の指導

補助員として、スク

ールサポーターを

配置することで、誰

もが必要とする教

育を受けることで

きる。このことで、

未来のつがる市を

担う子どもたちの

個性と創造力を伸

ばすことができ、人

材の定着につなが

ることから、将来に

わたり過疎地域の

持続的発展に資す

る事業である。

高等学校
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生涯学習・スポーツ

その他

基金積立

9 集落の整備 (2)過疎地域持続的

発展特別事業

集落整備 自治組織活動助成事業

①事業の必要性

市民自らが将来の展望を描き、地域課題に取り組ん

でいく体制を整備するためには、自治会の自主的な活

動を支える取組が必要である。

②具体的な事業内容

自主防災組織の活動や自治会の活動に必要な備品等

の整備又は集会施設の改修等に要する経費の全部又は

一部を補助する

③見込まれる事業効果

自治会等へ活動に必要な経費を補助することで、地

域課題解決に向けた自主的な活動の活性化が期待さ

れ、将来にわたり過疎地域の持続的発展に資する事業

である。

自治会 自治会等へ活動に

必要な経費を補助

することで、地域課

題解決に向けた自

主的な活動の活性

化が期待され、将来

にわたり過疎地域

の持続的発展に資

する事業である。

基金積立

10 地域文化の

振興等

(2) 過疎地域持続的

発展特別事業

地域文化振興 縄文遺跡群活用推進事業

①事業の必要性

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登

録により、国内外において縄文文化に対する関心が高

まっている。亀ヶ岡石器時代遺跡・田小屋野貝塚の来

訪者や市内資料館の入館者数が増加傾向にあることか

ら、史跡の活用や整備が必要である。

②具体的な事業内容

世界文化遺産登録されたことを受けて、国内外への

積極的な情報発信に努めつつ、遺跡活用団体の活動を

支援する。また、来訪者の受入れ態勢強化のためにボ

ランティアガイドの実施体制を確立し、遺跡隣接地に

設置している簡易案内所や簡易駐車場の維持管理を行

う。

③見込まれる事業効果

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の更なる情報発信が

可能となり、遺跡ボランティアガイドや遺跡活用団体

の活動支援にもつながることから、来訪者の満足度向

上が期待されている。縄文遺跡を活用し交流人口の拡

大を図る事業であり、将来にわたり過疎地域の持続的

発展に資する事業である。

つがる市 「北海道・北東北の

縄文遺跡群」の更な

る情報発信が可能

となり、遺跡ボラン

ティアガイドや遺

跡活用団体の活動

支援にもつながる

ことから、来訪者の

満足度向上が期待

されている。縄文遺

跡を活用し交流人

口の拡大を図る事

業であり、将来にわ

たり過疎地域の持

続的発展に資する

事業である。

基金積立

11 再生可能エネ

ルギー利用の推

進

(2)過疎地域持続的

発展特別事業

再生可能エネルギー

利用施設

脱炭素エコ補助金事業

①事業の必要性

「西つがる３市町地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）」では、基本方針である「省エネルギー対策や

活動の推進」、「再生可能エネルギーの導入と活用の

拡大」、「循環型社会の構築に向けた活動の推進」の

３つを柱として、各種施策を進めることとしている。

つがる市

本事業により、市

内の家庭および事

業所における省エ

ネルギー機器の導

入が促進され、エネ

ルギー消費量の確

実な削減が見込ま
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地域住民が将来にわたり、安全で安心して暮らせる地

域社会を実現するためには、2050年度までにカーボン

ニュートラルを達成する必要がある。

そのため、本市では、これらに関連する施策を着実

かつ継続的に推進していく。

②具体的な事業内容

市内在住者および市内に事業所を有する事業者を対

象として、省エネルギー機器等の導入に要する費用の

一部を助成する。対象となる機器は、高効率空調設備、

省エネ型給湯器、再生可能エネルギー関連設備等、省

エネルギー効果が認められるものとする。

助成にあたっては、申請内容に基づき対象機器の適

合性を確認したうえで、購入費用または設置費用の一

部を補助し、機器導入の初期負担を軽減する。これに

より、市内における省エネルギー機器の普及促進を図

り、エネルギー消費量の削減およびCO2排出抑制につな

げる。

例）

省エネ家電（エアコン・冷蔵庫）購入助成：50千円 ×

30世帯 ＝ 1,500千円

③見込まれる事業効果

本事業により、市内の家庭および事業所における省

エネルギー機器の導入が促進され、エネルギー消費量

の確実な削減が見込まれる。特に、高効率機器への転

換が進むことで、電力及び燃料使用量の低減が期待さ

れ、結果としてCO2を含む温室効果ガス排出量の抑制に

つながる。また、ランニングコストの削減により、家

庭の家計負担および事業者の経営負担が軽減され、地

域経済の安定化にも寄与する。

さらに、地域全体における省エネルギー意識の向上

や、ゼロカーボンシティへの契機となり、将来にわた

る過疎地域の持続的発展に資する効果が期待される。

れる。特に、高効率

機器への転換が進

むことで、電力及び

燃料使用量の低減

が期待され、結果と

してCO2を含む温室

効果ガス排出量の

抑制につながる。ま

た、ランニングコス

トの削減により、家

庭の家計負担およ

び事業者の経営負

担が軽減され、地域

経済の安定化にも

寄与する。

さらに、地域全体

における省エネル

ギー意識の向上や、

ゼロカーボンシテ

ィへの契機となり、

将来にわたり過疎

地域の持続的発展

に資する事業であ

る。

基金積立

12 その他地域の

持続的発展に関

し必要な事項
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≪ つ が る 市 の 市 民 憲 章 ≫

私たちの祖先は、秀峰岩木山を仰ぎ、大いなる日本海にいだかれて、この壮大な大地に屏

風山を造成し、苦難の新田開拓の偉業を成し遂げた歴史を持ちます。そして、母なる岩木川

の恵みを受け、実り豊かな津軽平野を生み出しました。ここはかつて、世界に誇る縄文文化

が華（はな）ひらいた古（いにしえ）のふるさとでもありました。

私たちは、その伝統と遺産を未来に受け継ぎ、自然と人とが共に生きることのできる「新

田の歴史が彩る日本のふるさと」を築くために、５つの彩りあるまちづくりをめざし、ここ

に市民憲章を定めます。

１ 私たちは、恵まれた自然環境を守り、先人たちが築きあげた歴史と伝統を尊ぶまちをつ

くります。

１ 私たちは、生涯を通して学ぶ心を育み、教育と文化、かつ芸術を大切にするまちをつく

ります。

１ 私たちは、スポーツに親しみ、心身ともに健康で、生きがいと笑顔のたえない楽しいま

ちをつくります。

１ 私たちは思いやりと助け合う心で互いに敬愛し、きまりを守って安全で安心な信頼でき

るまちをつくります。

１ 私たちは働くことに誇りと喜びを持ち、個性と能力が発揮できる社会をめざして、活力

ある元気なまちをつくります。

つがる市過疎地域持続的発展計画（令和８年度～令和１２年度）

令和８年３月 策定

つがる市 総務部 地域創生課

〒038-3192

青森県つがる市木造若緑 61 番地１

電 話 ： ０１７３－４２－２１１１（代表）

ＦＡＸ ： ０１７３－４２－３０６９


